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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大島孝司君） おはようございます。 

  議員総数14名中、ただいまの出席議員は14名で定足数に達しております。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大島孝司君） 本日の日程は、お手元へ配付いたしました印刷物のとおりであります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎行政事務一般に関する質問 

○議長（大島孝司君） これより直ちに日程に入ります。 

  日程第１、行政事務一般に関する質問を行います。 

  お手元へ配付いたしました印刷物のとおり一般質問の通告がありましたので、報告いたし

ます。 

  朗読は省略いたします。 

  ただいま報告いたしました印刷物の質問順序に従い、順次質問を許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 関 谷 明 生 君 

○議長（大島孝司君） 最初に、11番、関谷明生議員。 

〔１１番 関谷明生君登壇〕 

○１１番（関谷明生君） ８月会議一般質問のトップバッターとして、通告に基づき２項目に

つきまして逐次質問を行わせていただきます。 
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  １点目は、地域おこし協力隊の使命、役割について伺います。 

  地域おこし協力隊は、2009年、平成21年に総務省によって制度化されました。都市地域

から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した方を地方公共団体が

地域おこし協力隊員として委嘱します。隊員の方は一定期間地域に居住して地域ブランドや

地場産品の開発、販売、ＰＲ等の地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援

などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住定着を図る取り組みです。 

  制度発足の21年度には、隊員数89名、31自治体からスタートし、平成26年度には隊員数

1,511名、444団体で活躍されています。隊員の約４割は女性、そして隊員の約８割が20歳

代と30歳代の若い人たちです。任期終了後は、約６割の方々がその地域に定住しています。

国では隊員数を平成28年度までに3,000人を目標にしています。 

  本町も今年度から新規に定住促進事業費に地域おこし協力隊員報酬として400万円がこの

３月会議に計上されました。募集要項には、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ

メント研究科と小布施町との共同の研究機関である慶應ＳＤＭ・小布施町ソーシャルデザイ

ンセンターの一員として自由な発想のもと、新たな取り組みにチャレンジしてみませんか、

小さい地方のまちを拠点に新しい仕事を生み出したい。また、新しいまちづくりのモデルを

つくり出したいという強い思いと実行力をお持ちの方、忚募をお待ちしています、とうたわ

れていました。 

  具体的には、慶應ＳＤＭ・小布施町ソーシャルデザインセンターの一員として、小布施若

者会議や地域の未来づくり会議などの地域内外をつなげるさまざまなプロジェクトの企画運

営を行い、新しいまちづくりや起業の種を生み出すような取り組みに自発的にチャレンジし

ていただきたいと呼びかけていました。 

  一昨日の本会議の市村町長の挨拶に、地域おこし協力隊員を募集し、２名の方を任命する

ことになりました。任命する方の前職の関係もあり、年度途中での任命ということになりま

すが、今後地域の皆さんと積極的なかかわりを持っていただきたいと存じますので、よろし

くお願いしますとのことでした。そして、昨日日影詩織さんが９月１日付で辞令を受け、議

会にも挨拶に訪れました。私たちも協力隊員の活動、活躍を大いに期待しております。そこ

で、協力隊員の使命、役割について次の質問をさせていただきます。 

  １点目として、制度発足６年目後に初めてこの制度を本町で活用することになった経緯を

お聞かせください。 

  ２点目として、募集要項に受け付け期間が５月22日から６月22日までと設定でされてい
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ましたが、その忚募人数と日影さんともう一名の方が選任された選考結果についてお伺いし

たいと思います。 

  ３点目は、募集要項に４つの活動内容が明記されています。１つが地域コミュニティの維

持再生に関する活動、２点目が農業を初めとした産業の振興に関する活動、３点目に地域間

交流及び移住定住の促進に関する活動、４点目にその他町長が必要と認める活動、この４つ

の活動内容が明記されていますが、任用の内容はどれを主に担当していただくのか、ご回答

をお願いしたいというふうに思います。 

  ４点目に、任期は28年３月31日までとなっております。ですから、今からですと１年未

満になってしまうわけでございますが、制度の活動期間はおおむね１年以上３年以下となっ

ています。その制度との整合性はどうなるのか、お伺いをしたいと思います。 

  それから、移住定住への支援プロセスということですが、この協力隊員に委嘱されますと、

特別交付税で財政支援が受けられます。１人当たり400万円が限度で、その他協力隊員の活

動費として200万円、報償費として200万円、１年間に計400万円、予算的には、予算といい

ますか、国の制度的には400万円の活動内容について交付するという形になっております。

しかし、今回３月会議では、報酬費が400万円計上されていたんですが、その特別交付税が

ちょっと私の勉強不足かどうかわかりませんが、予算措置をされていなかったのではないか

なということで、その支援する形の中で、あくまでも３年間が限度ですので、そういう過程

も踏まえまして、町としての支援プロセスをどのように考えているか、お聞かせをいただき

たいというふうに思います。 

○議長（大島孝司君） 市村町長。 

〔町長 市村良三君登壇〕 

○町長（市村良三君） 皆さん、おはようございます。 

  早朝から大勢の傍聴の皆さん、ありがとうございます。お礼申し上げます。 

  ただいまの関谷明生議員のご質問に対してご答弁を申し上げます。 

  今、議員ご指摘のとおり、地域おこし協力隊は、人口減尐や高齢化が進む地方において新

たな担い手を外部から確保し、地域力の維持、強化を図ろうと平成21年に総務省により制度

化されたものであります。物質だけでははかることのできない真に豊かな生活を求められて、

あるいは自然環境や歴史、文化に恵まれた地方で暮らしたい、人と人のつながりを大切にし

て生きていきたい、地域社会、また地方に貢献したいという都市住民の田舎暮らしへのニー

ズの高まりもある中で、国を挙げてこの制度が推進されているわけであります。このような
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中で、小布施町ではご指摘のとおり初めて本年、地域おこし協力隊を活用させていただくこ

とにいたしました。 

  まず１つ目のご質問でございます。制度発足６年目に初めて活用することとした経緯につ

いてご答弁申し上げます。 

  地域おこし協力隊には隊員の報酬や活動費、隊員の募集に係る経費、任期後の起業就業に

かかわる経費などなど、それぞれ一定額を限度に特別交付税で措置させていただく財政支援

がございます。実質的に財政負担なく隊員に仕事をしていただけることから、全国の市町村

では採用がふえる反面、不足している市町村職員の補充目的で事務仕事ばかりをしていただ

いているということや、あるいは明確な目的やミッションがなく、採用したものの何をした

らよいのかわからない、隊員も受け入れ側も困ってしまったといった多くの事例もあったと

お聞きをしております。 

  また、３年間の任期後に起業や就業がかなわず定住に結びつかないことも多く、相性が合

わずにその後継続的な交流や関係性すら途絶えてしまうというような例も、まま、お聞きし

ているところでございます。これらのことから、小布施町では地域おこし協力隊の活用につ

いて慎重な姿勢をとってまいりました。 

  しかしながら、近年小布施若者会議などの若い皆さんとの交流事業をきっかけに、小布施

に関心を持った都市部のお若い方から、小布施で継続的に取り組みを行いたい、小布施の人

たちと何かをつくり上げてみたい、地域おこし協力隊として活動してみたいといった声を多

くお聞きするようになりました。つまり、若い方の大きな流れができてきているわけであり

ます。 

  また、私たちも交流から移住定住への流れを確立し、地域コミュニティや産業の再活性化

を目指すに当たり、町内外のお若い方の力の結集が重要であると考え、それらの実現に向け

た一つの手段として、地域おこし協力隊の活用に踏み切ったという経緯であります。流れと

体制が整ったというふうに申し上げてよいかと思います。 

  隊員には、慶應ＳＤＭ研究所の一員として小布施若者会議などの町内外をつなげるさまざ

まなプロジェクトの企画運営、地域の未来づくり会議の運営などを行いつつ、新しいまちづ

くりや起業の種を生み出すような取り組みにチャレンジすることを最大の目的・ミッション

として活動していただきたいというふうに考えております。 

  ２つ目のご質問でございます。忚募件数と選考結果についてご答弁申し上げます。 

  隊員の募集は町のホームページや国・県の地域おこし協力隊のホームページ、民間の求人
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サイト、ＳＮＳなどを通じて６月に行い、地域づくりをサポートする人材派遣会社から慶應

ＳＤＭ研究所の研究員としての適任者をあっせんしていただきました。15名の候補者があり、

７月から８月にかけて書類と面接による選考を実施、最終的には当方の考えと本人の思いが

合致するであろう男女各１名の２名を隊員として委嘱することにいたしました。 

  このうち、女性１名は諸処の情勢が整いまして、この９月１日に隊員として委嘱をしたと

ころであります。もう一名の男性は、現在優良企業にお勤めでありますが、会社またご本人

の都合により時期を調整中でありますが、11月にはまず委嘱させていただけるというふうに

考えております。 

  今回、地域おこし協力隊員としては採用がかなわなかった方々につきましても、小布施町

に強い関心を持っていただいている貴重な人材でいらっしゃるわけでありますから、移住や

起業をお考えいただいたり、何らかの関係性を継続させていただければと、別途お話を続け

させていただいているところでもあります。 

  ３つ目のご質問についてご答弁申し上げます。 

  今回の地域おこし協力隊の活動内容、今議員からもお話がありましたけれども、次のとお

りであります。 

  まず１番目、地域コミュニティの維持再生に関する活動、昨年から地域の未来づくり会議

というものを催させていただいて、各地域そのものの特徴を生かしたコミュニティの維持再

生というものについて一緒に考え、行動していただくということ。 

  それから２つ目、農業を初めとした産業の振興、あるいは新しい産業おこしというような

ことに携わっていただきます。 

  それから３つ目に、地域間交流あるいは世代間交流などを通じて移住定住の促進に関する

事業をしていただきます。その他私が必要と認める活動というふうにはっきりと明示をさせ

ていただいております。 

  直面する尐子高齢化、人口減尐の波の中で、地域の成り立ちや特色に忚じた将来ビジョン

をいま一度描き直し、新しい仕事づくりや産業の活性化を一層推進するとともに、町に新し

い風を吹き込み、活気を生み出す取り組みが重要であります。繰り返しになりますが、隊員

には慶應ＳＤＭ研究所の一員として町内外をつなげる場づくりを行いつつ、町民の方々と一

体となって新たな取り組みに精力的にチャレンジしていただけるよう努めてまいります。 

  ４つ目のご質問についてお答えを申し上げます。 

  これも議員ご指摘のとおり、総務省の地域おこし協力隊推進要項では、地域おこし協力隊
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員はおおむね１年以上、３年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地域で生活し、農林漁

業の忚援、水源保全、監視活動、住民の生活支援など各種の地域協力活動に従事する者を言

うというふうに定められております。 

  小布施でもこの要項に沿って推進してまいりますが、隊員の委嘱は事務手続上年度ごとに

行わせていただくことにいたしました。つまり具体的には、前述の女性隊員が最長３年間隊

員として活動した場合、初年度は本年９月から明年３月31日まで、翌年度、翌々年度は４月

１日から３月31日まで、最終年度は４月１日から８月30日までの合わせて３年間の委嘱と

いうふうに考えております。 

  ５つ目のご質問でございます移住定住への支援プロセスについて、ご本人への移住定住へ

の支援プロセスについてお答えを申し上げます。 

  もともと地域おこし協力隊そのものが最低限の収入を担保する３年の間に地域の皆さんと

の信用を得ながらみずからの力をつけ、起業や就業、定住の準備を行うという支援的な制度

でもあるというふうに考えております。そのために小布施町では、隊員としての活動日を原

則として週４日にいたしました。４日間は慶應ＳＤＭ研究所の一員としてさまざまなプロジ

ェクトを主体的に担っていただきつつ、他の３日間で地域のさまざまな活動に積極的に参加

していただき、町民の皆さんとの良好な関係性を築いたり、研さんを積んで必要なスキルを

身につけるなど、３年後の自立を目指して計画的に準備を進めていただきたいというふうに

考えております。 

  このような覚悟を持って取り組む隊員の活動が円滑に進められるよう、私たちも日ごろか

らコミュニケーションを密にし、相談や調整、交流や学習の場づくりを行うのはもちろんの

こと、現行の移住定住、起業支援制度のほか、現在地方創生で考えているような新たな取り

組みも加えて支援をしてまいります。 

  以上、ようやく隊員が決定し、活動がスタートしたところですが、まずは地域の皆さんの

中に入っていくところから始めようとしております。議員各位におかれましては、どうか厳

しくも温かい目で隊員を見守りつつご指導を賜りますようにお願い申し上げて、答弁にさせ

ていただきます。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 関谷明生議員。 

○１１番（関谷明生君） 本町で地域おこし協力隊の導入に至った経過等、流れと体制が整っ

たと、そして若い人たち、今まで若者会議等でこの本町を訪れた人たちにも、そういう大き
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な流れ、うねりというものもひしひしと感じられてきているというようなことから、地域お

こし協力隊、小布施町で活躍をしていただきたい、そういう熱い若者たちが15名も忚募をし

てくれたということは大変私たちもうれしく思いますし、また小布施町の誇りかなというふ

うにも感じます。 

  そういう中で、この選考過程なんですが、多分それぞれにすばらしい方々だったというふ

うに推測できるわけですが、書類審査で残念ながら意をかなえられなかった方、実際に面接

まで来られた方の関係につきまして、面接された方が15名のうちの何名になったのか、お聞

きしたいというふうに思います。 

  それと、この２名の方々が先ほど町長から話されました慶應ＳＤＭの担当に４日間、そし

て地域に飛び込んでの活動が３日間、これはこの次にも委嘱される男性も同じ任務といいま

すか、そういう形で活動をされていくのかどうか、お答えをしていただきたいというふうに

思います。 

  それと、先ほどもちょっと質問したんですが、予算が支出のほうは出ているんですが、国

のほうからの総務省からの特別交付税が予算に計上されていなかったような気がするんです

が、そのことについてはどうか、お答えをいただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（大島孝司君） 市村町長。 

○町長（市村良三君） 再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、15名の方ですが、中にはちょっと残念なことなんですけれども、この一定期間の職

を得たいというような方がいらした。そういう方はちょっと面接をご遠慮いただきました。

おおむねいろんな形で半分ぐらいの皆さんには面接をさせていただきましたし、それから今

後も先ほど申し上げましたように、関係性をつくっていくということであります。 

  それから、もう一名の男性の方なんですが、これは優良企業に今お勤めでありますけれど

も、そういう企業はかなり企業内起業というか、推進をしている会社なので、そういうこと

からも全体の起業家育成という点でも大変お役に立っていただけるのではないかというふう

に考えております。 

  それから、特別交付税は、これは具体的に何が幾らでということは書いてございません。

一括でまいりますので、この分がそれに加えられるということなので、もう尐ししましたら

特別交付税の内容もご案内できるかと思いますけれども、現時点では支出のみを計上させて

いただいておると、こういうことでございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（大島孝司君） 関谷明生議員。 

○１１番（関谷明生君） ２点目の質問に入らせていただきます。 

  「オアシスおぶせ」駐車場の満車・混雑解消に向けて提案をさせていただきたいと思いま

す。 

  メーンの小布施総合公園は、広い芝生広場や池を中心に遊戯施設、水車小屋、そしてボル

ダリングや８月２日には、マウンテンバイクなどの自転車を使った新感覚のスポーツである

パンプトラックが開設され、ますます魅力的になっているスポーツコミュニティセンターな

ど、多目的な施設が整備されています。 

  また、高速道と一般道からもアクセスが可能で、多くの方々にご利用をしていただいてお

ります。特に一般道パーキングは、平日でも大変混み合って、すぐに満車になってしまうの

が現状です。その駐車場には隣接してＪＡ須高お百ＳＨＯＰおぶせや農産物直売所おぶせ物

語、南側にはデイキャンプ場があり、来店者や利用者の方々の駐車場でもあります。さらに、

昨年電気自動車に対忚した小布施総合公園急速充電器が設置され稼働しております。 

  しかし、その専用駐車場は１台しかありません。充電は急速充電でも30分はかかると聞い

ています。また、待機者の駐車場も必要と考えます。今後ますます一般道パーキングエリア

の利用者は増加が見込まれます。満車、混雑解消に向けて現在通行禁止になっている一般道

パーキングエリアの南東の出口を開放し、小布施総合公園南側の普通車専用駐車場へスムー

ズに移動ができ、駐車場の心配をかけなくて訪れる方々が安心して訪れていただくことが必

要と考えます。 

  今現在は一般道パーキングエリアの出入り口のところに普通車の誘導の看板が立てられて

いますが、そこは右折をしなくてはならない状況でして、ＥＴＣから出てきた信号が赤にな

っていますと、ずっと並んでなかなか右折することも困難でありますので、わざわざ普通車

の駐車場まで行かれる方が尐ないというのが現状ではないかというふうに、現場を見て判断

をしております。 

  そういう中で、ぜひ一般道パーキングの南東の出口の開放、これはすぐ開放ができる対忚

になっていると思いますので、開放を提案しますが、その見解をお聞きしたいと思います。 

  そして、あわせまして関連して次の質問を伺います。 

  一般道パーキングエリアの駐車可能台数は何台でしょうか。そして、約半分の駐車場の場

所が午後９時から翌朝８時まで、夜間閉鎖という看板が立っておりますが、その理由をお聞

かせいただきたいというふうに思います。 
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  それから、夜間閉鎖の間、急速充電器は閉鎖する区間のところに設置されていると思いま

すが、夜間利用できるのか、お伺いいたします。 

  また、現在急速充電器の利用状況ということで、さきに決算の本会議で田中課長から報告

を受けましたが、１日３台という報告を受けましたが、一忚ご回答をしていただきたいとい

うふうに思います。 

  次に、急速充電器は約690万円ほどかかっています。それでほとんどが補助金で設置され

まして、多分町負担は56万4,000円かなというふうに私自身の試算ではなろうかと思います

が、その設置したことによって、その充電器を利用していただくことによって町への貢献と

いいますか、メリットというのはどんなことが考えられるのか、お聞きしたいというふうに

思います。 

○議長（大島孝司君） 畔上建設水道課長。 

〔建設水道課長 畔上敏春君登壇〕 

○建設水道課長（畔上敏春君） おはようございます。 

  関谷議員の「オアシスおぶせ」駐車場の満車・混雑解消に向けてのご質問にお答えを申し

上げます。 

  小布施総合公園については、議員のご質問の中にありましたように、芝生広場、風水広場、

遊具施設やデイキャンプ場、昨年７月からオープンしましたスポーツコミュニティセンター

など、誰もがご利用いただける公園施設やレストランやお百ＳＨＯＰおぶせ、おぶせ物語の

農産物直売所もあり、高速道、一般道から多くの方々にご利用をいただいております。 

  特に土日や祝日には、200台ほどが駐車できる一般駐車場は満車となってしまう状態とな

っています。このような状態を解消するため、小布施総合公園南側にあります飯田大島共有

地を無償でお借りし、平成25年度に普通車200台ほどの駐車場を整備をし、一定の成果があ

ったものと思っております。一般駐車場が満車になった際、デイキャンプ場側の出入り口を

開放して、公園南側の駐車場へ誘導をしたらどうかとのご提案です。既にふじ祭りの際には、

誘導員をつけて実施がされており、効果があることは承知をしております。本年秋の行楽期

に試験的に実施をし、常設の検討につきましては、総合公園南側の駐車場の使用期間が来年

３月末で切れることから、今後の駐車場の使用期間の更新等とあわせて検討をし、必要に忚

じて予算をお願いしていきたいと思っております。 

  また、電気自動車充電待ち車両の駐車場所につきましては、後ほど利用状況と合わせてお

答えをさせていただきたいと思います。 
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  では、まず１点目の一般道パーキングエリアの駐車可能台数と夜間閉鎖の関係につきまし

てお答えをいたします。現在の一般道パーキングエリアの駐車台数は、普通車178台、身障

者用２台、電気自動車充電用１台、大型車５台、自動二輪車８台の計194台となっています。

そのほか総合公園には一般道から利用できる駐車場として、公園東側駐車場、こちらにつき

ましては普通車54台ほどとなります。そのほかにテニスコート横駐車場などがあります。一

般道パーキングエリアについては、総合公園の駐車場と24時間使える道の駅の駐車場と位置

づけています。夜間閉鎖の表示部分は総合公園の駐車場部分として位置づけ、看板を設置を

しました。夜間閉鎖する区域につきましては、現在夜間閉鎖は行っておりません。 

  総合公園の駐車場につきましては、公園利用者のための無料駐車場となっていますが、24

時間駐車可能なことから、待ち合わせ等で長時間あるいは数日置いたままになっている自動

車があることから、注意喚起のため看板により啓発をしているところであります。現在目的

外で駐車している車の調査をしており、常習的に駐車している車両につきましては、警告書

を張り、指導、排除をしてまいります。 

  ２点目の夜間閉鎖した場合の急速充電器の利用と現在の利用状況についてですが、先ほど

申し上げましたように、現在は夜間閉鎖は行っておりませんので、24時間急速充電器はご利

用いただけるようになっております。 

  充電器の利用状況につきましては、本年３月末の使用開始から今日まで、１日平均３台ほ

どの利用となっております。 

  なお、前段で充電器待機車両の駐車スペースが必要ではとのご提案がありましたが、今後

の利用状況を見る中で、隣接する駐車スペースを待機場所とするなど対忚をしてまいります。 

  ３点目の急速充電器の町への貢献についてです。 

  急速充電器につきましては、平成26年度に次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金

と自動車メーカー４社、４社につきましてはトヨタ、日産、ホンダ、三菱でございますが、

で構成する充電インフラ普及プロジェクトの支援を受けて設置をしたものです。経済産業省

では、環境に優しい電気自動車などの普及促進のため、道の駅やサービスエリアなどに急速

充電器の設置を進めています。当町においては、ハイウエーオアシスという利点を生かし、

一般道側、高速道側の両方からご利用いただけるよう整備をいたしたものでございます。充

電器の維持費等につきましては、充電インフラ普及プロジェクトで設置から８年間補助がさ

れることとなっております。また、電気料につきましても使用量に忚じて町のほうに納めて

もらうこととなっています。 
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  この充電器設置による町への貢献につきましては、直接的なものはないと思っていますが、

環境に優しい施策の取り組みとしてイメージアップにつながっていくものと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 関谷明生議員。 

○１１番（関谷明生君） 急速充電器の維持費等については、充電インフラ普及プロジェクト

ですか、８年間補償するといいますか、補助をしていると。また使った電気料もその使用量

に忚じて町のほうへ納めてもらうということになっているんですが、これはちょっと設備を

見ますと、別に料金を入れるシステムでもないし、その使用した車が使った電気料をどのよ

うに把握されて、その使った使用量がどのように町のほうに報告されるのか、その経過につ

いてご説明していただきたいと思います。 

○議長（大島孝司君） 畔上建設水道課長。 

○建設水道課長（畔上敏春君） 再質問にお答えをさせていただきます。 

  急速充電器につきましては、カードによる精算を行っております。その使用量につきまし

ては、保守管理をしております業者のほうに使用量、30分使用した、15分使用した、また

使用したカードの番号等が登録をされまして、それに基づきまして１年間の精算が行われ、

町のほうに電気料として支払われるようなシステムとなっておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大島孝司君） 以上で関谷明生議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 小 林   茂 君 

○議長（大島孝司君） 続いて、７番、小林 茂議員。 

〔７番 小林 茂君登壇〕 

○７番（小林 茂君） おはようございます。 

  「変化する社会と公民館」のあり方検討をについて質問をいたします。 

  第２次世界大戦終了直後の1946年、約70年前になるわけでありますが、文部省が地域の

人々が集い、学ぶ拠点、公民館の設立を全国に呼びかけて設立を奨励しました。敗戦後の極

めて貧しい時期でしたが、国民の支持を得て、瞬く間に全国に普及し、社会教育施設として

住民の間に定着し、今日に至っております。 
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  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文

化に関する各種の事業を行って、住民の教養の向上とか、あるいは健康の増進、情操の純化

を図るとか、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するということが目的として掲げられ

ているわけでありますが、この目的に沿って市町村が設置する公民館のほかに、全国には住

民たちがお金を出し合って、集落ごとに公民館に似たような機能を持つ施設を運営している

疑似公民館が全国では約７万あるともいわれております。 

  最近では、日本のこの公民館活動が東南アジアのモデルとして推奨されているという形で、

今はむしろそちらのほうに日本の公民館を見習えというような動きになっているようであり

ます。 

  当町においても、公民館と分館が拠点施設として機能を果たして、戦後の復興、経済成長

期に人づくり、地域づくりに貢献してきたことは誰しもが認めるところだろうというふうに

思います。しかしながら、生活向上に伴う住民ニーズの多様化、あるいは尐子化、高齢化の

進展は、公民館あるいは公民館分館の存在意義、意識の希薄化が進んで、形骸化しているよ

うにさえ見受けられます。 

  ６月に開催した議員と自治会長の懇談会でも、分館活動への協力が年々得られなくなって

いると、あるいは大変人集めで苦労しているというふうな声が数多くありました。その背景

には、長い間こういう公民館あるいは公民館分館活動を支えてきた各種親睦団体、例えば昔

でいえば青年団とかあるいは婦人会と、今ほとんどもう消えてしまったんでありますが、あ

るいは老人会といった人たちが、これらの組織を支えてきた、あるいは自治会にとって一番

基礎になる部分を支えてきた団体でありました。そういうふうな団体が年々衰退していく中

で、これからの公民館あるいは分館ということを考えたときに、やはり看板を外さないとい

うためには、今ここで踏ん張っていくしかないんじゃないかなというふうに私は考えており

ます。 

  自治会と公民館の分館というのは表裏一体の組織だというふうに私は捉えております。今

そういった支えている任意団体が消えかかって、一部役員だけに負担がのしかかっておりま

す。この公民館活動の火を消さないために、町を挙げてこの問題に取り組む必要が喫緊の課

題だというふうに思います。70周年の節目を迎えようとしている今、この地域住民にとって

の中核としての公民館あるいは公民館の分館の活性化に向けて質問をさせていただきます。 

  まず１つは、公民館運営の特徴点について、今までの総括と今後の方策について伺います。 

  １つとして、発足以来、方針あるいは施策の大きな変革というのはあったのかどうか。ま
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た運営審議会等では現状の分析、課題をどのように捉えているのか、お尋ねします。 

  ２つ目は、運営に関して公民館自身が実施結果をどのように評価をして公表してきたのか、

そしてまた今後はどのようにしようとしているのか。 

  ３つ目に、運営に関する情報の提供はどのようにしてきたのか。決算資料の成果説明書に

は、分館報の発行等が記されておりますが、公民館の広報活動には全く触れられておりませ

ん。市町村によっては公民館だより、あるいは公民館報というふうなものが発行されてきた

というふうに思っております。小布施町においても過去は発行されていたというふうに思い

ますし、また他の市町村でも市報とか町報とか、そういった中に一部組み込んできちんと広

報しているところもあります。その辺について小布施町についてどうであったのか、答弁を

お願いしたいと思います。 

  ２つ目は、分館活動というところに的を絞って総括あるいは今後の指導方針についてをお

尋ねしますが、今ほとんど忘れていると思うんですが、それぞれの分館には分館規約があっ

て、それでその規約に従って役員が選出され、そして実施をされてきていることは間違いな

い事実でありまして、それからそれぞれの公会堂には何々分館という看板が掲げてありまし

た。今それを見ることもほとんどなくなりました。全てがないとは申し上げません。あると

ころもあるわけでありますが、だんだんそういうふうにして薄れてきているというのが現状

ではないかなと。そういった意味で、改めて総括をしていく必要があるんではないかなとい

うふうに思います。 

  そこで１つとして、生涯学習と公民館活動のすみ分けが曖昧であるというふうに私自身は

感じております。住民の方も多分そうではないかなと思うんですが、今まで自治会あるいは

公民館の役員、分館の役員、その辺についてどんな方針といいますか、方向づけて説明をし

てきたのか、お尋ねをしたいと思います。 

  例えば、町の条例を見ても、条例の中の事務分担を見ても、生涯学習と公民館の事務分担

が両方がほとんど同じことが書いてあって、何が何だか私どもにはわかりません。果たして

どうやってこの辺のところをすみ分けてきたのか、それがやはり実際に住民から見たら、こ

れは公民館が主体でやっているのか生涯学習が主体でやっているのかというふうなのがよく

わかっていないというふうに思います。決算の成果説明書の中でも、実際に分館対抗スポー

ツ大会云々というのを別なところで扱われておりまして、公民館費の中では扱われておりま

せんけれども、そういったところを見ても、いまいちやはりその辺のところがはっきりして

きていないんではないかなと。 
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  それから２つとして、イベントやスポーツ大会が主になりつつある今の分館活動でありま

すが、地域住民の集う、学ぶ、結ぶということを促す中心母体にやはり本来戻すべきではな

いかなというふうに思いますが、そういった意味での総括と今後の方針について伺いたいと

思います。 

  最後に大きな３つ目になるわけでありますが、変化する社会に対忚できる公民館のあるべ

き姿について、やはりこの辺で大胆に見直しをしていく必要があるんではないかなというふ

うに思います。特に、公民館活動で求められるものというのは、民間で提供されにくい分野、

尐子化とか高齢化とか、そういったものの新たな要請を、公民館が先取りすべきではないか

なというふうに思いますが、そのためにはあり方検討というふうなものも設置をして、ここ

でやはり将来に向けて改めて検討してみるお考えはありませんか。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 池田教育次長。 

〔教育次長 池田清人君登壇〕 

○教育次長（池田清人君） 小林 茂議員の質問にお答え申し上げます。 

  ただいま公民館、分館のあり方あるいは使命といったものが踏ん張りどころではないかと

いうご支援のお話をいただきまして、まことにありがとうございます。何点かの質問に対し

まして、順次お答えを申し上げたいというふうに思います。 

  最初に、公民館運営に対する総括と今後の方策。 

  ①としまして、発足以来の方針、施策の大きな変革はどのようなものがあったか、また現

状の分析、課題をどう捉えているかというご質問ですが、公民館が設置されたのは昭和21年、

当時の文部省の通達によりまして、公民館の設置運営についてとしまして公民館構想が打ち

出され、戦後廃墟と化した日本を公民館を軸に再建しようという構想から生まれました。そ

の後、昭和24年の社会教育法によってさらに認知され、社会教育施設の中核として位置づけ

られました。 

  長野県でも昭和21年10月には日本最初の公民館と言われている妻籠の公民館が設置をさ

れました。昭和23年には、小布施村、都住村において公民館が設置され、館なき公民館とし

て役場の片隅に机を置いて運営がされ、小布施村の初代の公民館長には、疎開中の詩人林 

柳波先生が就任をいたしました。 

  また、昭和24年、小布施村では、駅前通りに民間出資の松北劇場が創設されました。この

劇場が公民館としても提供され、施設を持たない公民館は唯一の社会教育の施設として活発
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な活動がなされました。このことは他市町村には見られない非常に先見性に富んだ特筆した

小布施の事例だと思われます。 

  その後、町が誕生して単独の公民館が建てられましたのは昭和34年からであり、次第に地

域福祉のためのあるいは生産増強のための自主意識育成、社会人教育、同和教育の推進など

へと学習を進め、昭和36年６月には月刊のおぶせ館報が発刊をされました。変遷については

当時の行事を見ると、まだ趣味的な集い、あるいは行事といったものが主でありましたが、

昭和40年代には成人教育、婦人教育、保健体育、芸術文化など、体系的な公民館事業に取り

組まれ、各種の教室が盛んに実施されるようになりました。 

  本来の社会教育の趣旨であります自発的な学習活動に多くの町民の皆さんがかかわり、公

民館を生涯学習活動の核として捉え、運営方針などをつくり上げてきたものと思います。 

  今後も公民館活動の目的、または公民館に課せられている役割を明確にして、地域に根差

した公民館活動を町民の皆さんとともに進めてまいりたいと考えます。 

  現状の分析、課題につきましては、公民館活動は地域の皆さんが自主的な意思でお互い学

び合い、教え合い、相互学習を通じて人々の教養文化向上、健康の増進を図り、特に地域の

連帯や人と人とのきずなを強くする役割を果たしているものというふうに考えております。 

  このような公民館活動が活発に行われるよう、毎年社会教育委員に現状の分析、課題を検

討いただき、あわせて文化協会を初め、社会教育認定団体等の皆さんのご意見をお聞きする

など、さまざまな形で地域住民の意思を反映し、次年度への提言や住民ニーズに沿った講座

等の開設に努めているところであります。 

  ２番目に、運営に関する評価、実施結果をどのように公表しているかと、今後の方策はと

いうことでございますが、さきの答弁でも申し上げましたとおり、運営に関する評価につき

ましては、社会教育委員に検討、助言をいただくとともに、それぞれの講座、教室など受講

された方々からは必ずアンケートを行いまして、ご意見、ご要望をお聞きをしております。

改めて公表という形はとっておりませんけれども、平成24年度より教育委員会における事業

に対しましては点検評価を実施しまして、議会へもご報告を申し上げているところでござい

ます。 

  今後も事業の点検評価を行い、よりよい運営に努めてまいりますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

  ３番目の運営に関する情報の提供はどのようにしてきたかということでございますが、情

報の提供につきましては、町報、同報無線、ホームページ等を活用するとともに、須坂新聞、
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北信タイムス等の地方紙への掲載、あらゆる機会を捉えて行っております。 

  年度当初には、「ここに使いますことしの予算」と合わせまして、まなぷらんとしてその

年の生涯学習カレンダーをカラー刷りの切り離し版としまして、差し込みをさせていただい

ております。また、各種チラシの作成を初め、過去の受講者へのダイレクトメールなど、情

報提供もあわせて行い、幅広く情報提供に努めているところでございます。今後についても

効率よく、より一層情報提供を進められるよう工夫し、あわせて人から人へと伝わる輪の広

がりを深めていく方策を考えてまいりたいというふうに考えております。 

  大きな２番目の分館活動の総括、それから今後の指導方針ということでございますが、①

の生涯学習と公民館活動のすみ分けが曖昧で、実際にどのような指導をということでござい

ますが、小布施町は将来子どもたちがふるさとと呼べる各自治会、地域単位で分館がありま

して、それぞれ活発な活動がなされています。それぞれの分館は、地域の皆さんにより組織

され、各種の事業を行い、区民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増

進に寄与し、地域住民と非常に密接なつながりを持って取り組んでいただいてきております。

町では、町民の皆さんがともに集い、ともに学び、連携を深めて、自分たちの地域は自分た

ちの力でという自主意識の向上を目指す地域づくりを進めております。この活動における分

館の存在は、町民の皆さんの最も身近な生涯学習の場を提供するという立場から、極めて重

要な役割を果たしているものというふうに思います。 

  今後も地域の活性化と元気が出る地域づくりの核あるいはコミュニティの維持発展としま

して、分館活動が地域に欠かせない組織であり、活動であるというふうに考えておるところ

であります。引き続き公民館は分館を支援し、サポートするとともに、連携を深め、それぞ

れの役割を果たしてまいりたいというふうに考えております。 

  ２番目のイベントやスポーツ大会参加が主になりつつある分館から、地域住民の集う、学

ぶ、結ぶことの中心母体にすべきというご質問でございますが、分館は自治会ごとで設置さ

れ、区民の皆さんの自発的な学習の場として運営され、各地域の特徴を生かして運営されて

おります。それを支援してまいりました。現在公民館主催で実施しているスポーツ大会は、

分館対抗のバドミントン、ソフトミニバレーボール大会と町民運動会があります。各大会に

ついては、選手の依頼、練習等において各分館でご協力をいただいておるところです。以前

に比べまして本館の公民館の事業は減らし、各分館の実情に忚じた独自の事業に比重を置い

てきました。各分館においても年間を通じて町全体では250ほどの事業を実施をしていただ

いておるところであります。 
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  また、集う、学ぶ、結ぶことを促す中心母体としてですが、ご近所誰でも気軽に集い、さ

まざまな学習や文化活動が行えるように、講師の紹介を初めとして情報提供などサポートし

てまいります。 

  また、結ぶにつきましては、地域連帯を強める事業の実施など、地域における課題と向き

合い、取り組みをいただくため、諸団体、諸機関と連携、連絡や調整を図り、地域社会発展

の原動力となることが大切であると考えるため、公民館あるいは分館の高次な役割であると

いうふうに捉えております。地域住民の一番の基本となる母体でありますので、今後とも連

携を図り、支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

  最後の３番目、変化する社会に対忚できる公民館のあるべき姿についてですが、民間では

提供されにくい分野、高齢化、尐子化に対忚した新たな要請を公民館が先取りすべきではな

いかというご質問でございます。近年、尐子高齢化など、経済社会の変化や人間関係や地域

の地縁的なつながりの希薄化などにより、家庭や地域における教育力が低下していることが

指摘をされております。このような課題に対しまして、住民一人一人が地域社会の中で人と

つながり、自己の人格を磨き、豊かな生活を送ることができるよう、その生涯にわたってあ

らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことが

できるような環境を整え、一人一人の資質、能力の向上を通じて社会全体の活性化を図って

いく生涯学習社会の実現を目指すことが極めて重要であると考えます。 

  公民館はその設立以来70年を迎えようとしておりますが、今日改めて世界に目を向けます

と、人と人とがしっかりつながって生きていくことが、さまざまな社会問題の解決にもつな

がるものと考えております。そのため、公民館は公共を形成するための拠点となり、地域や

住民にとって欠くことのできない施設となり、その役目を果たしていけるような仕掛けと仕

組みをしっかり考え、町民の皆さんとともに公民館の役割あるいはあり方を再確認しながら、

活動の一層の活性化を図ることが大切であるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 小林 茂議員。 

○７番（小林 茂君） ４点ほど再質問をさせていただきます。 

  ただいまの答弁を聞いておりますと、全てが理想的にうまくいっていて、何も非の打ちど

ころのない運営が現在されているようにさえ受けるわけでありますが、果たして本当にそう

なんでしょうか。本当にその分館の役員、分館長を初め分館には分館の主事があって、そし

て何とか部長、体育部長とかいろいろあります。その人たちがどのように苦労しているかと
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いうようなのをどのように捉えているのか、私にはちょっと理解ができないわけであります

が、そういった意味から、１点目としては、社会教育委員とかという話も出ましたけれども、

そういう中にやはりそういう経験者とか、あるいは小さな分館ですよね、小さな自治会でし

ょう、簡単に言えば人数の尐ないところです。そういったところ、言ってみれば、支援をし

てくれる底辺の人たちがもうほとんど協力をしてくれる人たちがいないようなところの意見

をどのように捉えようとしているのかは、先ほどの答弁からは全く見えませんし、非常に残

念だなというふうに私は思います。 

  そういった意味では、やはり先ほども言いましたように、今まで婦人会がありました、あ

るいは青年団がありました、村中で支えてくれた人たちが今は外を向いてしまったと。極端

なことを言えば、公会堂の座布団カバーは今誰が洗濯してくれたかと。もう今やってくれる

人はいないんですよ。クリーニング屋さんに見積もりをとるかという話まであるんですよ。

そういうふうな実態の中で、公民館活動がやっぱりそういう人たちに支えられて、村中の人

によって支えられている。その支える人たちが今、年がいってしまったり、あるいは忙しく

てできないのが実態だと思うんですけれども、そういった点でやはりもっと社会教育委員、

いろいろそういった中で検討されているとは言いますけれども、そういう中からでなくて、

飛び込んでそういうお話を聞いてみるということもぜひ一つ検討していただきたいと思いま

すが、それが１点。 

  それから、答弁の中で、公民館がサポートや指導をしていくというふうなことが何回か発

言としてありました。しかし、今大事なのは、サポートとかそういうことではないんじゃな

いかと思うんですよ。もうサポートしようにも船頭がこけてしまっていて、もう動かないわ

けですから、そういった意味では、むしろ先頭に立って引っ張っていくぐらいのことを考え

てやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺について具体的に

何かお考えを持っていないのかどうかです。 

  それから３つ目ですが、イベントやスポーツ大会が中心になってきていて、本来あるべき

民間では提供されにくい分野というふうなことを考えるべきじゃないかなということを提案

しましたけれども、例えば今問題になっている認知症のサポーター制度なんていうのはそう

だと思うんでありますが、これは私も詳しくはわかりませんけれども、１時間半とか２時間

の講座を聞けば認知症のサポーターとして認定をされて、その人たちにはオレンジリングで

すか、が交付されて認知症の人に対する見方が変わると言われているわけです。そんなのこ

そ本来ならば公民館が主体になって、そして講座を持って、出前でやればいい話だというふ
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うに私は思うんでありますが、そんなふうな気概はありませんかということで、一つお尋ね

をします。 

  それから最後でありますが、しっかり考え、どのようにしていくかということであります

が、しっかりどのように考えるのか、もう一度その辺のところについて答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（大島孝司君） 池田教育次長。 

○教育次長（池田清人君） 再質問にお答えをさせていただきます。 

  決して全てがうまくいっているわけではなくて、常にいろいろな機関で相談をさせていた

だきながら、公民館の今日の運営のあり方というものを検討させていただいておるところで

あります。特に１番目、小さな地域の実情につきましては、十分承知をしておるところでご

ざいます。特に分館長がそれぞれの自治会で選出されまして、年度当初に分館長にお集まり

をいただきまして、公民館のあり方、それから分館のあり方、１年間の事業内容、それと分

館がそれぞれ抱えております課題、特にスポーツ大会、運動会を初めとしまして、子どもさ

んが尐ない、あるいは年代が集めにくいという課題も常に議論になるところでございまして、

その中でその年にどのように対忚していくかということも含めまして、課題としまして捉え

をさせていただいております。 

  その中では、スポーツ推進員とかそういったスポーツ関係の専門の皆さんにご意見をお聞

きしたり、小学生の人数等のばらつきの名簿といいますか、名前は出ておりませんけれども、

数字を皆さんに見ていただいたりして、各自治会、協力しながら事業等ができる、場合によ

ってはコミュニティ単位とか隣の自治会と共同開催とか、そういったことも考えながら事業

をしていただいておるところであります。 

  今後、そんな点もますます必要になろうかと思いますので、十分な協議といいますか、検

討を図ってまいりたいというふうに考えます。 

  それから、公民館がサポートして先頭に立って引っ張っていくということはごもっともで

ございまして、私ども教育委員会の業務として、そのように捉えております。相当の分館に

よりましても、今申し上げました人口の差が出ておりますので、分館対抗とはいいましても、

終止、その対抗だけにとらわれることなく、人集めの大変なところ等も含めまして、私ども

で指導、支援をしてまいるとともに、皆さんを引き上げていく方策、施策等も考えてまいり

たいというふうに思います。 

  それから、イベント、スポーツ大会、それから講座、特にそのサポートという一例をお示
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しいただきましたけれども、私どもの講座に関しましては、住民の皆さんのご意見をお聞き

しまして、そのときそのときの社会の課題等を捉えて講習会等を開催させていただいており

ます。一例を挙げますと、もう十何年にもなりますけれども、パソコン等が一般家庭に普及

した時点におきましては、まだいまだに続いておりますけれども、パソコンの初心者の講習

会、こういったものを公民館を挙げて、まだ需要がありますので、大勢の皆さんに来ていた

だいております。さまざまなご要望というものもございますので、今後十分ご意見等をお聞

きしまして、その時代に合った講習会、教室等を開催してまいりたいというふうに思ってお

るところであります。 

  最後のご質問ですけれども、当然時代の要請とともに公民館のあり方そのものが問われる

時代が到来したということも事実でございます。今後の社会教育のあり方も含めて、公民館

の役割、使命というものを明確にして、分館それぞれ自治会でご苦労をいただいて取り組ん

でいる活動も大切にしながら、今後のあり方というものを考えてまいりたいというふうに思

いますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大島孝司君） 小林 茂議員。 

○７番（小林 茂君） 最後になりますが、優良公民館表彰制度というのがあるようでありま

すが、ぜひ一つ小布施町もこういったものを目指して頑張ってみたらどうかなというふうに

思います。そういった中では、特にやはり文科省が一つの方向として示している公民館の活

動内容というのは時代とともに変化していくんだと。その中でふさわしい行動していくんだ

と、公民館自身もしていくんだと。 

  そういった意味では、例えば裁判員制度とか地域防犯とか消費者教育だとか、あるいは最

近では防災とか、そういったものを講座を開設したり支援をしていくということも必要だよ

というふうなことを盛んにうたっているわけでありますが、やはりそういった意味で一つの

方向としてぜひ検討をしてみてはどうかなというふうに思いますが、その辺についてどのよ

うにお考えか、最後にお尋ねをいたします。 

○議長（大島孝司君） 池田教育次長。 

○教育次長（池田清人君） 今回、幾つかご提案をいただきましたもの等を含めまして、今後

の公民館のあり方の中で十分検討してまいりたいというふうに考えております。特に、社会

教育委員等があるわけでございますが、これはある程度公民館長の諮問機関ということで限

られた組織でございますけれども、それにこだわることなく、広く公民館長を中心としまし

た、どなたでもどんな団体でも協議ができるような形をとりまして、広くそういった意見を
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取り込んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 以上で小林 茂議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 中 村 雅 代 君 

○議長（大島孝司君） 続いて、１番、中村雅代議員。 

〔１番 中村雅代君登壇〕 

○１番（中村雅代君） それでは、通告に基づき２点質問させていただきます。 

  初めに、総合戦略・総合計画策定についてお伺いいたします。 

  要旨１、持続可能なまちづくりを目指して。 

  市町村においては、2015年までに市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地

方版総合戦略の策定義務が課され、地方人口ビジョン、人口減尐を抑制するための具体的施

策や数値目標を明記することとなりました。出産や育児に前向きになれるような制度の整備、

地域における雇用創出など、基本理念として掲げられています。都道府県と市町村の役割、

連携、策定プロセス、総合計画との関係、そして議会との関係など、内閣府より既に手引き

が通知されております。 

  小布施町議会においても、６月会議の一般質問にて、山岸議員の地方版総合戦略をどのよ

うな方針で策定していかれるのかについてのご答弁では、町民の皆さんの意見を十分に伺い、

小布施独自の戦略に仕上げていくとのお考えをお聞きしました。そして第１回小布施町基本

構想審議会が今年度の審議会が６月18日に開かれ、町の今後５年間の目標や具体的な施策を

盛り込んだ第亓次小布施町総合計画後期基本計画についての審議がスタートし、７月16日の

第２回では、６月に実施いたしました人口ビジョン総合戦略策定に関する住民意識アンケー

ト調査結果を報告し、小布施町まち・ひと・しごと創生総合戦略骨子案が示されました。続

いて、８月23日には第１回懇話会が開催され、３点のテーマでフリートークなどが行われた

模様で、28日には２回目の基本構想審議会が開かれたようです。その骨子案では、企業セミ

ナーを開催するなどの企業支援や産業振興を施策する仕事づくり、そして地方への新しい人

の流れをつくるとして、東京圏から地方への移住、そして定住を促進するということなどが

掲げられております。 

  小布施町が持続的発展をするために、小布施町の魅力の発信強化と人口増対策につきまし
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ては、人口の維持、増加は必要不可欠な重要なポイントであります。さて、今年度は第亓次

総合計画、先ほども申し上げましたが、前期基本計画の仕上げの年であると同時に、後期基

本計画の策定年度であります。７つの課題を掲げ、安心、健康、成長、学び、産業、安全の

分野別計画、それぞれの重点施策に取り組んでこられましたが、目標達成など現段階での進

捗状況はどうでしょうか。さらに、それらの評価、総括をどのように行い、後期基本計画の

修正や見直しを行っていくのでしょうか。 

  手引きでは、総合計画は総合的な振興、発展などを目的としたものであり、必ずしも同じ

ではない。地方版総合戦略においては、数値目標や重要業績評価、いわゆるＫＰＩを設定す

ることとなっており、総合計画には義務づけられておりません。総合戦略に向けた住民意識

アンケート調査の結果を踏まえて、総合計画との整合性をどのようにしていくのか、わかり

やすくお答えください。 

○議長（大島孝司君） 久保田副町長。 

〔副町長 久保田隆生君登壇〕 

○副町長（久保田隆生君） それでは、中村議員の総合戦略・総合計画策定についての質問に

お答えを申し上げます。 

  現在の町総合計画につきましては、平成23年度から32年度の10年間を期間としておりま

して、今年度は前期の５年目に当たることから、後期基本計画を策定する年に当たります。

平成27年６月18日に市村町長から基本構想審議会長宛てに、第亓次小布施町総合計画の見

直しについての諮問が行われております。この諮問を受けまして、まず私、副町長、教育長、

課長、会長から成る基本構想審議会において見直しの作業を始めております。具体的には、

各課ごとに基本の項目であります安心、健康、成長、学び、産業、安全の各分野別にそれぞ

れ該当いたします重点施策、事業についての検証を行います。詳細を申し上げますと、前期

における事業の内容と実施内容や達成度を検証し、課題を見直し、改善の方向を考えまして、

これらを踏まえて後期における具体的な事業目標をできるものは数値を定めていくこととし

ております。 

  これらがまとまりましたら、再度幹事会におきまして内容についての検討を行う予定でご

ざいます。幹事会での検討とともに、各課の所管する団体の皆さんや一般の町民の皆さんの

ご意見、要望をお聞きする場もできる限り設けまして、さらに人口ビジョンと総合戦略の内

容も反映いたしまして、後期基本計画の案をまとめていきたいと考えております。まとまり

ました基本計画の案につきましては、基本構想審議会においてご審議いただき、委員の皆様
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のご意見、ご要望を踏まえてまとめ、後期基本計画といたしまして基本構想審議会から町長

に答申をいただく予定でございます。 

  次に、町民意識アンケート調査結果と総合計画との整合性についてお答え申し上げます。 

  総合戦略の策定に当たりましては、国から４つの基本目標が示されております。申し上げ

ますと、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる。地方への新しい人の流れをつく

る。地方における安定した雇用を創出する。時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守

るとともに、地域と地域の連携をするであります。この４つの目標を達成することで、人口

減尐問題の克服と成長力の確保という２つの施策の中長期的展望を図っていこうとするもの

であります。 

  国の示した基本目標に沿った事業、これを町も実施するために町民の皆様にアンケートを

実施いたしました。アンケートは、町内の20代、30代1,000人を対象にいたしました結婚、

出産、子育てに関するアンケート、平成26年に当町に転入、あるいは当町から転出した方、

それぞれ100人の方を対象にいたしましたＵ・Ｉ・Ｊターンアンケート、町内の中学生と高

校生552人を対象といたしました中・高生意識アンケート、15歳以上の町民の皆様1,000人

を対象にいたしました町民意識アンケートであります。町民意識アンケートにつきましては、

まちづくり施策についての重要度についてもお聞きしておりますので、その結果につきまし

ては、総合計画にも反映していくことができるものと考えております。 

  アンケートは結果をまとめるとともに、調査結果としてその内容の分析も行っております。

具体的に申し上げますと、さきに申し上げましたアンケートを対象別の枠にこだわらず、一

つ一つの調査結果を小布施の強みと弱み、転入者、子育て世代像、人口減尐問題解決のため

に求められている施策、その他今後町で取り組んでいく施策の４つの項目に振り分け、振り

分けられたアンケート結果から、例えば小布施でいえば今何が強みか弱みかの分析、人口減

尐問題に対する町民の皆さんの提言の傾向などをまとめてきております。この結果を総合戦

略のみならず基本計画における安心、健康、成長、学び、産業、安全の各分野の該当する項

目に反映させ、総合計画とこのアンケートの整合性を図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 中村雅代議員。 

○１番（中村雅代君） ただいまご答弁いただきましたが、２点ほど再質問をお願いいたしま

す。 

  １点目は、後期計画に向けての方針などご答弁いただきましたが、まずは前期の残された
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期間での達成できなかった点の強化、取り組みなどが大事かと思いますけれども、その前期

の評価や計画の進行管理は住民の皆さんの視点でどのようにチェックしているのか、お伺い

いたします。アンケートの中でも報告がされましたけれども、つまり前期基本計画の進捗状

況とその評価については、各重点施策で指標などを設けていますが、その目標値の達成に向

けて各課において横断的に連携し取り組んでおられると思います。 

  関係する部署はどのように連携してどれくらいの頻度で、また取り組むべき施策、事業の

課題のこれからの解決に向けて進行管理を行っているでしょうか、また組織の改編もありま

したので、その点が難しいと思いますが、例えば成長の分野の重点施策人口というものは１

万2,000人を目指してあります。１日現在では１万1,219人ですので、今後５年間を考慮し

てもかなり厳しいというよりは、むしろその人口ビジョンなどを考えて、どの程度に抑えら

れるかというか、そういう現状維持かと思います。人口はなかなかふえないわけで、理由と

しては小布施町が頑張っている移住促進策や雇用の創出、また就労支援などは十分であった

のか、また近隣の自治体に比べて子育て環境など、アンケートに子育ての環境の充実を求め

るという報告がかなり高かったものですが、子育て環境の整備などが不十分ではなかったか、

ニーズに合っていたのかとか、また子育てをしていく上で、必要な産科、小児科の医師不足、

そういうものが課題に上げられていますが、果たして小布施町は生み育てやすい町といえる

のかなどの視点をお聞かせ願えればと思います。 

  また、産業分野では、観光一つとっても先ごろ新聞記事に昨年度の県内の観光客が３年ぶ

りに前年を下回り、観光消費額も減となり、原因としては自然災害が相次いで影響が大きい

かと思いますが、その点観光客来訪者数など、そういうものの比較はどうなのでしょうか。 

  そして、健康の分野でいいますと、例えば介護保険の認定を受けていない65歳以上の高齢

者、つまり元気な高齢者数というものは、目標値何人に対して何人であるというような、そ

ういう指標があるのかどうか、そういう元気な高齢者数は順調に推移しているのでしょうか、

取り組んでおられる健診の受診率とか健康増進の生きがい活動、介護予防などの充実を図ら

れているのか、そういう取り組んできた事業についての評価ができるわけだと思うんですね。

その点はいかがでしょうか。 

  ２点目は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を財源としての地方創生先行型の

事業、先ほど説明がございましたが、先駆性のある取り組みなどを支援する新型交付金とい

うものは、本格的にその実施するためには、実施計画を８月中までにということで、10月

30日までにその計画は策定する、公表ということの説明がありました。随分義務づけられて
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いるということで、慌ただしい話だなと思うんですが、市町村には本年度中に1,000万円を

上限に交付金を上乗せするという方針も示しており、策定を急ぐ自治体が近隣でも尐なくな

い状況です。 

  昨年政府は補正予算で地方創生先行型交付金として1,700億円を計上しましたが、先ごろ

1,000億円規模にするというような方針を決定したようです。厳しい財政事情の中で予算を

組んでいかなければならないためでもあり、財源を既存の補助金や交付金の見直しで捻出す

るためということだと思います。今のお話の先行型交付金の活用など、成果を上げるかどう

かも難しいものですけれども、計画には具体的に５年間盛り込むとありますが、その点、地

域における行政を進めていく側としては、目標というものはどういうふうに持っていったら

成果が上がるのか、なかなか難しいと思います。 

  そのような戦略、計画のほうがその事業が先行して町民のサービスの低下を招くおそれが

あるのではないかとも私は懸念する点なんですけれども、実際はその事業などにかかわる職

員の方ということで負担も多くのしかかってくると思います。先ほどのそういう計画などは

昨年度の３月に決まって以降、どのようなセクションで進められたのか、お伺いしたいと思

います。何かプロジェクトなどでその先行型については進められたのでしょうか。 

  以上２点お願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 久保田副町長。 

○副町長（久保田隆生君） 最初の前期基本計画についてですが、今どの程度達成されている

かということで、人口の問題、健康の問題、観光の問題がございました。検証につきまして

は、今回の後期基本計画の見直しに当たって、当然まだ４年半でございますので、その中で

やっていきたいと思いますが、我々は常にいわゆる予算の編成のときに、それぞれ今申し上

げた各分野、６分野別に事業をそれぞれ区分いたしまして、今回の例えば27年度ですと26

年度の秋ぐらいから予算編成が始まるわけですが、その中で各分野別にその事業を分けまし

て、主要事業については予算の編成のヒアリングの際に、どの程度できているかという検証

と、その年度の来年度の方向について議論しながら進めていくという形をとってきておりま

す。これを予算という形で議会にお示ししていますけれども、特別に各分野ごとにお示しは

していないんですが、町の事業の検証過程の中におきましては、今申し上げた安全、健康

等々の６分野についてそれぞれ、はっきり分けた形でその検証しておるということでありま

す。 

  また、総合計画につきましては、いわゆる基本構想、基本計画、実施計画がございまして、
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基本計画に基づく実施計画、これを３カ年の中でローリング的に行っていくということであ

りまして、今後計画につきましては、今27年度から29年度について、うちのホームページ

に掲載させていただいて、町民の皆様にごらんいただくような形をとっております。そんな

形で周知に努めているわけでございます。 

  また、２番目の総合戦略の関係、地方版総合戦略につきましては、今議員がおっしゃられ

ましたとおり、８月中にこの計画をつくって10月中には上げていくというふうに定められて

おります。実際の形からご存じのとおり総合戦略につきましては、町民の方、また役場の若

手職員によりますいわゆるワーキンググループ、これを設けさせていただきまして、ワーキ

ンググループで月に数回の会議を持って、いろいろな面からご意見をいただいておりまして、

ワーキンググループの皆様のご意見を中心に、またまとめまして、これを基本構想審議会に

出しているというような形をとってきております。 

  こういった中で、住民の皆さんの意見もお聞きして、総合戦略を練っているわけでござい

まして、確かに総合戦略については、いわゆる人口問題と成長の関係ですか、この２つが中

心ではありますが、やはり今議員が言われる持続可能な町というのをつくるには、今の人口

問題、いかに町としての存続を優先して考えていかないと、行政そのもの、地方自治体その

ものがなくなってしまうというような状況もございますので、決してほかのものがおろそか

になるということではないんですが、やはり人口減尐問題に対する対忚、これはやはり早急

に進めていかなければいけませんし、それとともに地方の活性化のためには地方の成長、こ

れもやはり考えていかなければいけないということでありまして、決してほかの施策をおろ

そかにするということではないと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 中村雅代議員。 

○１番（中村雅代君） ただいまそのような答弁にありましたが、その総合戦略の骨子案の基

本目標というものを見させていただいたんですが、その先ほど来の後期計画にもかかわって

いくことですので、ちょっと１点提案じみたこともございますけれども、基本目標は仕事づ

くり、人の流れづくり、結婚、出産、子育て環境づくり、またはそういうわくわくするよう

な地域の魅力づくりということで、持続可能な町ということを示されましたが、例えば人口

をふやすということで大変取り組んでいる移住とか定住、新規就農というキーワードで、若

者が都市部から来て小布施町でも農業をやりたいという方が結構ふえておられます。そして、

それでもちょっと農業だけでは生活していくには経済的に難しい点もあるかと思うので、ま
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たそういうプラスアルファのそういう見通しというものが持てると、例えばプラスアルファ

が観光なり、また産業でのそういう雇用という形で何とかめどがつくと、もっともっと流れ

に結びついていけるんではないかなと思います。 

  そういう意味では、もちろん新規に開拓していくのはとても大事なことなんですけれども、

高校まで住んでいたけれども、大学で転出して就職で都市部に出てしまった、そういう出身

者に絞って帰省する機会を捉えて、そういうつながりというものを確保して、Ｕターンに結

びつけていくとか、前にも小西議員も議会で発言がありましたけれども、そういうものもま

た非常に重要ではないかと思います。やはり小布施町に住んでよかったという満足度や幸福

度を目指していけるようなものでなければいけないのではないかと思います。 

  冒頭申し上げましたけれども、小布施町の魅力の発信強化という点では、その人口増の対

策とか交流人口の拡大をもっと図れるようなＰＲとかホームページの充実なども含めて、情

報発信にもう尐し力を入れていくなど、どうでしょうか。実際、現在公開中の美術館の展示

なども行った方が、とてもすばらしいんだけれども、知らない人が多いよねという声も聞き

ますし、コンサートなども、もっともっと教育機関とか現場とか、そういう何か団体の集ま

りなどで口コミをもっとしていくとか、何とかそういう発信の強化などをしていただければ

いいかなと思います。 

  また、人口減尐対策はいつも子育て支援とか地域の雇用促進というのがとても重要だと思

います。そういう声というものはアンケートでもありましたが、生かすということでは、こ

れまた小西議員が過去に提案したマイホーム助成制度ということについても、今現在、現副

町長がお答えしているのでは、定住促進につながる一つのそういうマイホーム助成制度など、

つながる施策ではないかなと考えています。そういう投資が必要なものについては、いろい

ろ可能なものから実行してまいりたいという、そういう答弁があったんですけれども、先ほ

どのアンケートの結果にも、身近で働く場所があったら転出しなかった。そういう土地が安

く小布施町でこういう…… 

○議長（大島孝司君） 中村雅代議員に申し上げます。 

  質問項目をもっとポイントを得て、簡潔明瞭にお願いいたします。 

○１番（中村雅代君） すみません。 

  そういう、今現在この町に住んでいる移住者の方も含めて、住民の生活というものに力を

入れることが本当に大事じゃないかなと思うので、そういうことも踏んで後期計画の中に位

置づけていただければと思います。町に住んでいらっしゃる方でも、地域の活性化に向けて
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コーディネーターとして活躍していらっしゃる立派な人材の方もいらっしゃいますので、そ

の点もまた参考にしていただければと思います。 

  本当に長くなって申しわけないんですけれども、やはり計画づくりには、できるだけ多く

の住民の方にご参加いただくことが重要だと思いますので、職員の方も大勢参加していただ

いて、闊達な討論の中でつくっていっていただきたいと思います。私ども議員も意見交換会

をスタートしたところですので、各自治会の貴重な意見など反映していけるよう、奮起を約

束して次の質問に移らせていただきます。申しわけないです。答弁はいいです。すみません、

長くなってしまいまして。 

  要旨２に移らせていただきます…… 

○議長（大島孝司君） 今質問した以上、答弁を求めたいと思います。 

○１番（中村雅代君） 答弁をお願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 久保田副町長。 

○副町長（久保田隆生君） 中村議員の再々質問にお答え申し上げます。 

  まず、町のいわゆるいろんな情報の発信につきましては、さまざまなご指摘もいただいて

おります。ホームページ等では今申し上げた移住定住のものを設けておりますが、よりこれ

もＰＲいたしまして、小布施町の魅力発信ですか、これを考えていきたいと思いますし、や

はり一方的な発信ではなかなか難しい。やはり人から人ですね、人の話、そういったものを

やはり小布施の魅力を一番確実に伝えていただく効果がありますので、これも小布施町をい

ろいろ忚援してくださる方々、若い方々あるいは小布施外の方々とかいらっしゃいますので、

そういった方々にぜひまた小布施の魅力について語っていただくようなことを考えていかな

ければいけないと思っております。 

  次に、まずやはり来ていただくのに子育て支援、雇用の確保の関係がございました。これ

もやはり移住定住の中では大きな課題となってきておりまして、なかなか小布施町の場合、

この場で働く場を確保するのが大規模な工業団地等もありませんので難しいと、誘致も難し

いということの中で、現在長野市が中心となっております連携中枢都市圏構想がございます。

こういった中でも連携してやはり近隣の市に雇用の場が確保できれば、小布施からも通える

ということで、これは長野地方事務所管内の９市町村また一緒になってこういった雇用の場

の確保に努めていくと、こんなことも取り組んでいるところであります。 

  また、住民の皆様の意見につきましては、先ほども申し上げましたが、総合計画につきま

しても、やはり懇話会ですか、これはぜひ開催していきたいと思っておりますし、先ほど申
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し上げました例えば農業でしたら、農業委員会の皆さんとか福祉であれば福祉関係の皆さん

にいろんなご意見を聞く場を設けたいと思っております。また、９月から始まる町政懇談会

では、一忚現在の総合計画等の進捗状況、これも上げさせていただきます。なかなか時間が

とれない面があるんですが、そういった中で、この町の今後についていろんなご意見があれ

ばいただきたいと思っておりまして、いろんなところでそういう中で住民の皆さんの意見、

広くご意見をいただいて総合計画に反映させていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 中村雅代議員。 

○１番（中村雅代君） 気を引き締めまして次の質問に移らせていただきます。 

  要旨２、町における男女共同参画の進捗について、第２次基本計画の推進状況をお伺いい

たします。 

  小布施町では、平成13年に小布施町男女共同参画社会推進条例を制定し、平成16年には

小布施町男女共同参画基本計画を策定しております。後に、第２次小布施町男女共同参画基

本計画を策定されて今年度に至っております。この計画は、平成23年度から平成27年度ま

での５年間となっておりますが、推進の状況を伺いたいと思います。 

  また、国の第４次基本計画に向けた基本方針が示されました。あらゆる分野における女性

の活躍の場をと掲げられていますが、町の職員の方、係長以上、管理職、また町審議会委員、

農業委員などに占める女性の割合はどうでしょうか。また、自治会役員、消防団員など、地

域活動への女性の参画についてもどうお考えでしょうか。また、今後第３次計画を策定する

のか、質問いたします。 

○議長（大島孝司君） 西原企画政策課長。 

〔企画政策課長 西原周二君登壇〕 

○企画政策課長（西原周二君） 町におけます男女共同参画計画の推進状況等のご質問につき

まして、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

  現在の町の第２次小布施町男女共同参画基本計画につきましては、本年度が最終年度とな

っておりまして、計画に基づきまして推進委員のご協力の中、推進しているところではござ

いますけれども、現在第３次に向けて、第２次の進捗状況の確認等を推進委員とあわせてさ

せていただいているところでございます。 

  第３次小布施町男女共同参画基本計画につきましては、今申し上げたとおり、推進委員に

毎月１回お集まりいただきまして、会議を開催をさせていただいております。国においては、
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第４次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的考え方の素案を示しておりますので、

そういったものを確認をさせていただきながら、町計画は国と県の計画との整合を図りなが

ら小布施町の現状に即した計画となる必要がありますので、本年度につきましては、過去に

歴任をいただきました男女共同参画社会推進委員の皆様にお集まりいただきまして、意見交

換等をさせていただいているところでございます。 

  また、今回の計画の見直しに当たりまして、アンケート調査も考えておりまして、９月末

から10月にかけましてアンケート調査を実施する予定としており、前回調査結果から意識が

どのように変化したかを踏まえ、また今回国等でも示しているとおり、東日本大震災を経験

し、災害時の女性の役割や配慮が必要な事項、女性への暴力問題も多様化していることから、

こういったところを前回計画からの変更点ということで気をつけながら策定をしてまいりた

いと思っております。 

  次に、国の第４次基本計画に向けた基本方針では、あらゆる分野における女性の活躍の場

をと掲げております。町職員、町審議会委員、農業委員会、自治会役員、消防団員など地域

活動への女性の参画はどうかというご質問でありますけれども、町職員の係長級職員の女性

比率は23.5％で、うち、一般行政職となりますと7.1％となります。課長、課長補佐級職員

に女性はおりません。各種審議会委員の女性の割合は１割から３割程度となっておりまして、

代表的な審議会の割合としましては、農業委員が15人中２人で約13％、教育委員は５人中

２人で40％、選挙管理委員は４人中１人で25％となっております。また、町議会議員の皆

さんにおかれましても、申し上げるまでもなく今回の選挙で14人中３名となりまして、約

21％となっております。 

  自治会役員や消防団員には女性の参画がほとんどないと思われますが、自治会組織のうち、

公民館活動や育成会活動には多くの女性の活躍があると考えております。あらゆる分野にお

ける女性の参画はまだまだ多いとはいえない状況ではありますけれども、団体の性格から多

くの女性が活躍いただいている団体もありますし、防災面では女性ならではの視点から活動

いただけるよう、女性防災クラブを組織しております。小布施町消防団についても、女性消

防団員の募集を行っており、活動を希望される方がいらっしゃいましたらお申し出をいただ

ければと思っております。 

  男女共同参画社会の推進につきましては、町男女共同参画社会推進委員の活動が非常に重

要となっております。平成23年度には現計画である第２次小布施町男女共同参画基本計画を

策定いただき、平成24年度には女性の防災セミナー、また男女共同参画社会づくり講座を開
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設をいただいております。平成25年度の町政懇談会におきましては、委員みずから男女共同

参画社会の実現に向けたお知らせもしていただいております。昨年度、本年度につきまして

は、国立女性教育会館等の研修などを通じまして、男女共同参画社会推進の講座や研修会に

積極的に参加をしているという状況でございます。男女共同参画社会の実現は、すぐには解

決できる問題ではないというふうにも考えておりますけれども、第３次小布施町男女共同参

画基本計画を策定する中で、推進委員と一緒になりまして着実に進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 中村雅代議員。 

○１番（中村雅代君） ただいまのご答弁にもございました女性の管理職の方はこの議場の中

にもいらっしゃらないわけですが、このほど管理職の登用ということで活躍推進法も成立い

たしました。町役場でのそういう人材の育成などにつながる研修の機会なども平等に行われ

ていると思いますが、今後女性管理職登用をしていくお考えはありますでしょうか。任命権

者は町長になりますけれども、今後の見通しとしてはどのようにお考えでしょうか。 

  また、審議会に占める割合についてもご説明などございました。本当に現委員の方々は意

思決定の場にかかわって本当に責任とともに行動していただいて、みずからが動いて社会を

変えていこうというような思いが大変強く伝わってきます。今後も引き続き情報提供するな

ど、啓発活動や意識づくりを進めていただきたいと思います。 

  第３次に向けては、アンケートの予定をしているというご答弁でしたけれども、やはり自

治会役員について尐ないというご答弁だったんですけれども、女性も参加できるようなそう

いうできない背景などを考えて、目指していくということもいいかと思います。 

  ２点目は、先ほど女性の消防団の募集もあるということでしたので、女性の参画というこ

とで町の防災会議やそういう防災の計画の策定などに加わるということはどうでしょうか、

お考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大島孝司君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中助一君） ただいまの再質問でございますが、いわゆる管理職の登用ですと

か、あるいは女性消防団員が防災会議に出られるかというような内容でございますので、私

のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、管理職につきましては、先ほど議員からもお話がありましたとおり、ここで法律が

制定されまして、目標を定めるという中で、男女共同参画の方針に沿いまして進めてまいり
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たいというふうに考えております。 

  その中で、任用につきましては、いわゆる職員の能力、そういったものを勘案した中で評

価をしていくという原則論がございますので、そこら辺も加味した中で計画を立てるような

形になるかというふうに思っております。 

  また、消防団員、防災会議という女性の消防団員につきましては、ただいまそういったこ

とができないかということで、消防団員の減尐ともあわせて検討しているところであります。

また、防災会議には、女性防災クラブの皆さんが既にもう参画していただいております。そ

の中で、女性の視点に立って防災をどのように組み立てるのかというようなことについては

非常に重要な点がございますので、今後検討させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（大島孝司君） 以上で中村雅代議員の質問を終結いたします。 

  ここで昼食のため暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時の予定です。再開は放送をもってお知らせします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（大島孝司君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 岸 裕 始 君 

○議長（大島孝司君） 順次発言を許可します。 

  ６番、山岸裕始議員。 

〔６番 山岸裕始君登壇〕 

○６番（山岸裕始君） 通告に基づきまして、２点質問させていただきます。 

  まず１つ目の質問ですが、一般職の採用はどのような募集の周知を行っているのかという
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ことです。 

  昨年度、小布施町では若干名の一般職の採用に向けて募集を行いました。町報や町のホー

ムページで新卒、中途を問わず人材の募集をしましたが、20名の忚募に対して残念ながら採

用者は０名という結果に終わりました。与信管理のリスクモンスターの調査によると、

2016年３月卒業の大学生３年生を対象にインターネットで実施した結果によると、就職し

たい業種企業ランキングということで１位が地方公務員、２位、三菱東京ＵＦＪ銀行、３位、

みずほ銀行、４位、資生堂、５位、大塚製薬、６位、三菱ＵＦＪ信託銀行、７位、国家公務

員と、地方公務員は今学生の中ではとても人気の高い職種であります。実際、県内の行政で

就職説明会を300人を対象に行ったところ、１週間で定員になり締め切った例もあるほどで

す。その就職説明会に参加した学生の声を聞くと、女性を対象に産休や育休等の福利厚生面

の説明が担当の課長と、実際に制度を利用する若い職員からの話を直接聞けた。説明会で配

られたパンフレットを見ると、その行政で働くイメージがしっかりと想像できた等、大変新

たな人材の獲得に対して力を入れているのがわかる就職説明会だったようです。 

  そのほかにも、私は実際に行政への就職を考えている方へ複数人に話を今回聞きました。

まず、どのような市町村に忚募したいか聞いたところ、その市町村で働いている人を知って

いる、その市町村に住んでいる、その市町村の取り組みを知っている、学生のころその市町

村の観光協会等でバイトの経験がある等で市町村を選ぶということでした。 

  また、広域連合やその他行政にかかわる職を探す場合は職安に行くこともありますが、ほ

とんどの学生は最初から受ける場所を、市町村を決めていて、市町村のホームページや広報

を見て忚募するようです。ホームページ以外には公務員講座の講師からの情報提供なども情

報源になっているようです。 

  このように、今回の一般質問に向けてさまざまな人の話を聞いたところ、大変残念な話を

１つ聞いたので紹介させていただきます。 

  ことし小布施町の近隣の市に就職した友人の話です。その友人は、大変学生のころから目

立った活動をしていて、私も小布施若者会議のスタッフに誘っていた学生でした。大変活動

的な友人なので、時間の調整がかなわず若者会議へスタッフとして参加することはなかった

のですが、そのとき小布施町の先進的な取り組みに興味を持ってくれたようで、小布施町へ

の就職も考え、小布施町のホームページを見てくれたようです。しかし、町のホームページ

で求人情報が見つからず、小布施町への就職は諦め、今の市へ忚募したとのことです。昨年

小布施町で求人があったことを今さらながらに知って大変驚いていました。 
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  その友人の話ですが、ことしその市で農業関係の部署に配属され、入庁まだ数カ月ですが

農業の楽しさを若い市役所職員や学生のころから一緒に活動している友人に知っていただこ

うと、地元農家の方を巻き込んで種芋を植えるジャガイモを収穫する等の朝活、はやりの就

業前に活動をしている朝活を10人ほどのメンバーを集めてほぼ毎月開催しています。こうい

った活動ができる方こそ小布施町の役場に来ていただきたかったので、小布施町のホームペ

ージを見たけれども、求人が見つからなかったと言われたときには大変残念な思いになりま

した。 

  以前、一般質問で計画的な職員採用をしてほしいと質問したときにも伝えましたが、行政

サービスの質は人材の質によって決まります。人材をいかに採用し、育て、活用するかが効

率的で良質な行政サービスにつながります。小布施町が地方のトップランナーとして走り続

けていくためには、今後も小布施町で優秀な人材が育っていかなくてはなりません。そこで

次の３つを伺います。 

  １つ目としまして、小布施町のホームページのトップから求人の募集ページへのバナーの

作成や求人の専門サイトの設置等の検討はされているのかということです。 

  今回、他市に就職した友人は、その就職した市ではトップページからすぐに求人情報へと

ぶリンクがあったために、安易にその市の情報を手に入れることができたようです。また、

民間企業の中で学生に人気の高い企業は、採用の専門ページがあり、部署ごとの先輩の声が

載っていて、自分の働く姿がイメージできたり、こういった人材を求めているという企業側

からのメッセージがホームページに込められていたりします。 

  ２つ目の質問です。ＳＮＳの活用して求人情報の発信はどう考えているのかということで

す。 

  今回ヒアリングする中で、小布施町が一般職を募集しているということは知りませんでし

たが、地域おこし協力隊員を募集しているのは知っている友人がいました。その友人は県外

の方なんですけれども、ツイッターでおぶせくりちゃんが発信しているのを見たから知って

いるということでした。公式な小布施町のＳＮＳページ等ではなく、職員が個人的にやって

いるＳＮＳ等もあわせて活用していくことで、最初から行政職に就職を決めている学生以外

に若者会議やＨＬＡＢ等で小布施町や町の職員とのつながりができ、求人情報を入手できれ

ば前向きに検討する可能性がある方たちにも、費用をかけずに発信することができます。 

  ３つ目として、その他外部サービスを利用した求人はどのように考えるかということです。 

  ハローワーク等ではなく大学に求人を送る。また民間のサービスの中でも有料、無償、さ
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まざまなサービスがあります。それらを利用することの検討はいかがでしょうか。 

  以上３点についてお伺いします。 

○議長（大島孝司君） 田中総務課長。 

〔総務課長 田中助一君登壇〕 

○総務課長（田中助一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  一般職職員の採用はどのような募集、周知を行っているのかというご質問でございますが、

議員おっしゃいますとおり、行政サービスの質を高めるためには、より優秀な人材を採用し、

育てていくことが大切なことから、多くの方にご忚募いただく必要があると考えております。

本年度は今まで初級の採用しかしなかった忚募枠に新たに上級職の区分を加えまして、より

多くの大学生の皆さんにも関心を持っていただけるようにいたしました。 

  忚募のお知らせ方法といたしましては、町報の掲載、同報無線、ホームページによりお知

らせを行っております。本年度からは全国の大学830校と連携をしております民間求人サイ

ト、学校向け求人情報配信システムにも登録をしてお知らせを行いました。また地方公務員

採用試験の受験を希望する学生を対象といたしました、地方公共団体情報システム機構の地

方公務員採用試験案内にも、同様に登録をしてお知らせをしております。 

  議員ご指摘のように町のホームページには町役場の情報欄に職員採用の項目を設け、ごら

んいただけるようにはしておりますけれども、今後はより見やすいようにバナーの作成等に

ついても検討をしてまいりたいというふうに思っております。 

  また、今年度は職員が２つの大学に直接求人をお願いしにまいりました。大学の求人担当

の方とお話をした中で、県あるいは大きな市では、その県や市の紹介をあわせたパンフレッ

ト、忚募チラシ等を作成いたしまして、より多くの学生の皆さんに関心を持っていただくよ

うな工夫をしておりまして、今後検討する必要があるというふうに思ったところであります。

フェイスブックやツイッターなどによりますＳＮＳの活用につきましては、求人対象が若い

方が中心であることから、多くの方に知っていただくためにも有効な方法と考えますので、

あわせて検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（大島孝司君） 山岸裕始議員。 

○６番（山岸裕始君） 先ほどの答弁の中で、町ホームページへバナーの作成等を検討したい。

またフェイスブックやツイッターなどの活用もこれから検討していきたいということでした。

バナー等、私もホームページを管理しておりますが、とても専門的な知識が要るわけではな

くて、町のホームページみたいなところにバナーを取りつけるというのは、私程度の知識で
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もできることです。庁内でそれをやると検討して決めていただければ、全く費用をかけずに

直ちにでもできることでありますので、ぜひ早急に検討して実施していただきたいかと思い

ます。 

  また、今年度から全国の大学830校と提携している民間の求人サイトを利用したりだとか、

地方公務員採用試験案内に登録、また２つの大学に実際に足を運ぶなどと、昨年度よりも大

変動きがあるのはありがたいことだと思っております。その成果について、ただいま何人忚

募があっただとかは、試験がまだ終わっていないので言えないと思いますが、昨年の今の時

期よりも忚募の感触はどうかだとか、どれだけの人、どれだけの反響があるのかだとか、今

言える範囲で教えていただければと思いますので、お願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中助一君） 再質問にお答えいたします。 

  先ほどの最初のバナーあるいはツイッターにつきましては、早急に行ってまいりたいとい

うふうに思っております。また、初めて大学のほうに訪問させていただきまして、学生のあ

る程度事情ですとか、そういったものもお聞きをしました。おおよそまだ２つばかりの大学

に行ったばかりですので、大したことは言えないんですけれども、おおよそ大学、10％ぐら

いの方々がもう既に帰ることを決めて地方公務員を目指す方がそういうふうに動き出すとい

うようなお話であります。 

  やはり、内容的に先ほど議員もおっしゃいました、ことしはどうするんだというものをき

ちんとお知らせをしなければいけなかったんだなというのが、まず１つ目の反省であります。

こちらのほうで募集要項を決めまして、それをお知らせしているのがちょっと遅過ぎたかな

と。また、そういう中で、ちょっと反省ばかりが目立ってしまうんですが、昨年とほぼ同様

の数の方の忚募を今はいただいております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 山岸裕始議員。 

○６番（山岸裕始君） それでは、２つ目の質問に移らせていただきます。 

  就園奨励費の導入検討はということです。 

  文部科学省では、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであると

考え、全ての子どもの質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育の無償化に段階的に取り

組んでいます。このため、低所得世帯の保護者負担の軽減を図るとともに、市町村に対する

補助を拡充し、全ての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図ることを目的として、
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就園奨励費補助事業を行っています。 

  平成27年度の国の予算規模は400億円を超え、昨年度比約２割増ということで、国のほう

でも大変力を入れている制度になります。保護者負担の軽減のみならず、幼児教育の機会の

確保にもつながり、就学後の教育の充実につながるという波及効果も考えられています。 

  長野県では、就園奨励費をやっていない市町村は北信では信濃町、小布施、木島平、山ノ

内の４市町村で、県内全体で見ますとやっていないのが11市町村、77市町村中66市町村が

取り入れている制度であります。 

  小布施町は、今年度まで栗ガ丘幼稚園という大変保護者からの信頼も厚い立派な幼稚園が

あるため、今までこの制度は導入しておりませんでした。しかし、来年度から栗ガ丘幼稚園

が認定こども園への移行に伴い、町内で幼稚園に子供を通わせたいという保護者のニーズへ

は忚えることができなくなってしまいました。小布施町にお住まいの子育て世代の子供を幼

稚園に通わせたいという思いを持つ家庭への行政の支援とお子さんの豊かな育ちの選択肢を

ふやす助けになることを願って、就園奨励費の導入の検討をされることを期待しますが、町

の考えをお聞かせください。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

〔教育長 中島 聰君登壇〕 

○教育長（中島 聰君） 山岸議員の質問にお答えします。 

  幼稚園就園奨励費の導入ということでありますけれども、国のほうでは子ども・子育て支

援新制度というのを今年４月から施行されました。それは、幼児期の学校教育や保育、地域

の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくという趣旨のもとであります。 

  小布施町で運営しています幼稚園、保育園３園も、新制度上の施設型給付を受ける施設へ

移行したところであります。来年からその運用が始まるということであります。 

  栗ガ丘幼稚園は、県内でも数尐ない公設公営の幼稚園として、昭和49年４月に開園しまし

た。開園当初から小布施町の子供は、小布施町の豊かな環境で保育・教育を受け、地域の

方々との交流の中で小布施町の風習、歴史を感じ取りながらともに成長していくということ

を推進してまいりました。 

  また、栗ガ丘幼稚園についての必要な経費は、小布施町の町民の皆さんからお預かりした

税金等で財政措置して、保護者の負担は近隣の幼稚園の中では非常に低額な負担額で運営し

てまいりました。このような経緯の中、町では低所得者世帯の保護者に対して、小布施町立

栗ガ丘幼稚園授業料等の減免に関する規則ということによりまして、負担の軽減を図ってお
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ります。小布施町以外の私立幼稚園などに入園している子育て世帯に、ただいま言われまし

た就園奨励費を給付するということは、町で多額の経費を投入して運営している幼稚園があ

るにもかかわらず、さらに二重に投資するということになりかねないという危惧から、それ

は実施しないということを今まではしてまいりました。 

  来年からスタートします新制度への移行にあわせまして、来年度から認定こども園として

利用できるよう、現在幼稚園に給食室、それから未満児保育室の施設整備を実施し、保育を

必要とする事由を有する未満児の受け入れを図ってまいります。 

  なお、認定こども園に移行するということによりましても、幼稚園の機能がなくなってし

まうということではなく、全く新たな施設が誕生するということでもありません。これまで

の栗ガ丘幼稚園の運営方法、カリキュラムなどは基本的には変わりません。１つの認定こど

も園の中に、幼稚園部門と保育園部門が２つ存在すると、こういうふうに考えていただきた

いと思います。 

  また、小布施町以外の幼稚園に入園を希望する保護者の選択を、行ってはいけないよと妨

げるわけでもありません。また、新制度に基づく利用者負担の仕組みということですけれど

も、これは保護者の所得に忚じまして、実際には町民住民税なんですけれども、町民住民税

に忚じて20段階に利用者負担額を段階的に、住民税が上がるほど利用額が高いという仕組み

にして保育料を階層別に負担していただくということにします。すなわち、生活保護世帯は

もちろん無料、それから非常に住民税もかからないという方も無料、それから段階的に所得

階層が上がるに従って金額が上がっていくと、こういうふうになっております。 

  そういうことですが、低所得者に対する、今山岸議員の言われる就園奨励費のほうという

のは、もともと保育料が無料になってしまいますので、今のところは必要ないかなと、こう

いうふうに考えております。 

  また、家庭の構成人員にもよりますけれども、年収300万円程度ですと月１万円以下とい

うふうな負担額になると想定しております。この料金制度は新制度に移行する私立幼稚園、

マリア幼稚園みたいなものも同じであります。マリア幼稚園も認定こども園に移行しまして、

私どもの町の子供さんがそちらに通われるというときは、小布施町の認定こども園の幼稚園

部門に通われる方と全く同じ負担額であります。これまで培ってきた先人の努力や経験を生

かしまして、小布施の子供たちにとってよりよい保育・教育を提供できる施設を目指してま

いりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上であります。 
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○議長（大島孝司君） 山岸裕始議員。 

○６番（山岸裕始君） ただいま就園奨励費の導入の検討は今まで町内に公立公営の園がある

ためしていなかった。また、今後マリア幼稚園などもこども園移行化に伴い、町外のこども

園に移行する方は、低所得者であっても安い保育料で利用できるため、検討をしていかない

という答弁でした。 

  確かに町外の認定こども園に入園する方はそうですが、町外の幼稚園に入園される方は補

助が全くないという状況でございます。また、先ほど教育長の答弁の中で、栗ガ丘幼稚園の

運営方法、カリキュラムなど、基本的に大きく変わる点はございませんという答弁がありま

した。行政側の説明ではそうかもしれませんが、受ける保護者の印象は全く違っております。

保護者から聞いた声を紹介させていただきますと、今後先ほど教育長が言われたように、１

つの保育園に幼稚園部門と保育園部門があるということは、今まで幼稚園に通わせていた親

御さんは働いていなかったわけで、日中幼稚園の行事があれば保護者も参加できておりまし

た。町内の保育園、幼稚園で今幼稚園だけが毎月お誕生日会みたいなことをやっております。

今後働いている保護者もクラスに入ることによって、お誕生日会を開催したときに参加でき

る保護者と参加できない保護者が出てくるということになります。 

  今、保護者会の大きな方針の中では、それでは参加できない保護者がいる園児が大変かわ

いそうということで、それをなくすという方向で動いております。行政が幾ら運営方法、カ

リキュラムは変えないと言っても、入る人の性質が変われば、園の運営は大きく変わってい

くものであります。 

  ちょっと例え話をさせていただきますと、24金を買いに来た人に18金は、これはほとん

ど金だからこれでいいじゃないかと、買うほうが幾ら勧めても求めているほうは24金を求め

ています。純粋な幼稚園に通わせたいというニーズは、これからもなくならないと考えてお

ります。実際に小布施の幼稚園、大変すばらしい園で、今幼稚園に通っているお母さんの話

を聞くと、その幼稚園に通わせたいから小布施に家を建てたという人がいました。また、そ

の幼稚園に通わせたいから町外から小布施にアパートを借りて引っ越してきたという親御さ

んもいました。家を建てた親御さんは町外に出て行くわけにはいきませんけれども、幼稚園

に通わせるためにアパートを借りている親御さんは、来年からこども園になってしまうので

あれば、下の子は町外に通わせようという考えを、今実際に真剣に考えています。この幼稚

園は、町外から小布施に移住していただくためのとてもいいきっかけになっておりましたの

で、就園奨励費導入も含め、この幼稚園のあり方というのを再度保護者の声をもう尐し個別
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に聞いて検討していただきたいと思いますが、教育長の考えをお聞かせください。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

○教育長（中島 聰君） ただいまの再質問にお答えしたいと思います。 

  まず、今の議員が言われる就園奨励費というのは、私は幼稚園の授業料というんですか、

毎月の支払う額がかなりの額を支払って、かつ一律に支払うと、どの世帯でも一律に金額を

支払って、その額が月にかなりの額になると、こういう園に入園されている人たちの中でさ

らに低所得者の人たちにある程度の補助しようと。その住民税の額によりますけれども、例

えば長野市でいうと年間、この層には幾ら補填します、この層には幾ら補填します。あるい

は２人目が一緒に入ったときには、また幾ら補填しますと、こういう制度に今はなっている

と思います。 

  今度の国のさっき新しく制度が改正になったという制度そのものが１号認定、２号認定、

３号認定と、１号認定というのは今の幼稚園に対する認定、２号認定というのは保育園の中

で３歳児以上の認定、それから３号認定は保育園の中の３歳未満児の認定とこういうことで、

今、国のほうで住民税の額に忚じた月の費用をこういうふうに設定したらどうですかと、こ

ういう指針がまず出まして、もちろん小布施町のように20段階なんて細かくは設定してあり

ませんけれども、６段階か７段階に設定がしてありまして、国のほうでももちろん生活保護

者世帯みたいなところは、いずれのところも１号認定も２号認定も３号認定も基本的に無料

なんです。 

  ですから、そういう制度に国が引っ張って、そっちに移行しようということは、逆に言う

と議員の言われるそういう制度そのものが存在意義が薄れていってしまうというか、もとも

と一定の額を払っているから補填するんですが、もう低所得者はほとんど払わないと。補填

してもらった額よりももっと尐ない額しか払わないと、こういう制度になりますので、私は

その制度そのものが今後どうなるのかなと、こう思っております。もし来年度以降も同じ制

度が入ってくるということになりましたら、私どもの今の制度とその制度と比べてみて、よ

りもし利点があると、こういうふうでしたらまた考えたいと思いますけれども、現状は小布

施町のほうが金額、世帯の収入が一定の額以下の世帯だと尐ない費用で済むのではないかと

思います。 

  それからもう一個の幼稚園を認定こども園にして、幼稚園部門と保育園部門の２つに分け

ると、今は私どものほうは今の幼稚園部門は、今の幼稚園と基本的に全く変えないと、こう

いうふうに思っているわけでありますけれども、例えばそこのところに幼稚園部門の数がう
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んと減ってしまって、保育園部門の数がうんとふえてしまうというような、もし何年後かに

事例が出れば、またそれはちょっと考えなくてはならないと思いますが、現状は幼稚園とい

うのは、山岸議員が言われたように働いていないお母さんが中心ですけれども、働いていな

い世帯のお子さんが入られて、保育園には働いている世帯のお子さんが入られるというのが、

今は原則になっているんですが、これからは保育園のほうへも働いていなくても保育ができ

にくいという世帯があれば、その子供さんは保育園にも入れると、来年からですけれども、

そういうふうになりますので、どっちかというと、保育園と幼稚園に入られる家庭が、今ま

でのようにきちっと分かれなくて、ある程度は分かれるかもしれませんけれども、ある程度

入り乱れると、こういうふうになると思います。ですから、幼稚園のほうも働いているお母

さんの子供も確かに入ってくるかも知れません。それで、幼稚園にも延長保育もするわけで

すので、働いているお母さんの子供さんも入ってくる率は確かに今までよりは高いかもしれ

ません。 

  ですから、全員のお母さんが何かの催し物等に来られないよというふうになってしまうか

もしれません。ただし、現在のところは今までの幼稚園のしていることを、基本的には踏襲

して来年度はやっていきたいと。もし来年度の中で大きくネックがあるようでしたら、もう

一度そのときに考えたいと、こういうふうに思っております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 山岸裕始議員。 

○６番（山岸裕始君） すみません、先ほど私の発言の趣旨がしっかりと伝わっていなかった

部分があるので、再度説明させていただきますが、教育長からは１号認定、２号認定、３号

認定それぞれで低所得者は安い保育料で預けられるのでというような説明がありました。私

の発言の趣旨としては、幼稚園に預けたいお子さんの親御さんが町内に幼稚園がなくなって

しまうので、私立でもいいので町外に預けたいと考えてくる親御さんがこれから出てくると

思います。私立の幼稚園の保育料は公立とはまた違います。そこに対する親御さんのニーズ

に忚えるために、行政の支援を検討していったらどうかというものでしたので、そこだけご

理解をお願いいたします。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（大島孝司君） 質問で終わらないように。質問した以上、答弁を求めていただきたい

と思います。 

○６番（山岸裕始君） では、答弁をよろしくお願いいたします。 
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○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

○教育長（中島 聰君） 答弁いたします。 

  確かに時代とすれば国の求めている方向に順次移っていくのではないかと、こういうふう

に思ってはおりますけれども、来年度も、例えばさっき言ったマリア幼稚園のように認定こ

ども園になるという園と、まだ当面ならないと、こういう園も確かにあるとは思います。あ

ったときに月の料金が例えば２万円だよ、こういうふうになって丸々親御さんが負担すると

いうことになってしまう、現状はなってしまうと思います。ただし、私は今の幼稚園が認定

こども園となってしまっても、ちゃんとした幼稚園としての機能を今と同じように確保して

いけば、わざわざ低所得者の方が今でいう栗ガ丘幼稚園にほとんど無料か、二、三千円で入

れるのに、わざわざ２万円だ２万5,000円だと払って町外の今の一定の金額を払う幼稚園の

ほうに行かれるということはないのではないかと、栗ガ丘幼稚園の機能をちゃんと残せば、

私はそういうふうに思っておりますけれども。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 以上で山岸裕始議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 小 渕   晃 君 

○議長（大島孝司君） 続いて、９番、小渕 晃議員。 

〔９番 小渕 晃君登壇〕 

○９番（小渕 晃君） 通告に基づきまして、まず第１点のふるさと納税の目標をより高くと

いうことで質問をさせていただきます。 

  この春以来、新聞、テレビ等のマスコミは、ふるさと納税のお礼品あるいは納税額の多さ

についての報道が目につきます。安曇野市では、40万円のふるさと納税のお礼品として、

25万円のバイオ社のノートパソコンを贈る、そのメニューを発表いたしました。それがヒッ

トして約1,000台のパソコンが出荷され、何と３億4,000万円のふるさと納税が集まりまし

た。今後、どこまで伸びるか予想がつかないと、そういう状況であるそうであります。 

  飯山市でも昨年は、マウスコンピューター社のタブレット、ノートパソコンを中心に４億

2,000万円ものふるさと納税を受けました。本年は今の時点で毎月１カ月当たり１億円のペ

ースで進んでいるとのことで、年間にすれば10億円を超すことでしょうと予想されます。 
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  また、お隣の須坂市でも、４月から８月の５カ月の間で7,500万円のふるさと納税があり

ました。これからの秋のブドウ、シャインマスカット、ナガノパープル、あるいはリンゴの

フジ、秋映、シナノゴールド等々の果樹の人気を考えると、ことし１年間で１億2,000万円

に達する見通しだそうであります。 

  皆さんもご存じのとおり、ふるさと納税は、平成20年４月30日に公布された地方税法等

の一部を改正する法律に基づいて始まりました。このふるさと納税の趣旨は、都市と地方と

の財政格差や過疎による税収の減尐に悩む地方自治体に対しての格差是正の制度でもありま

す。お子様が高校を卒業するとふるさとを離れ大都市に就職し、その大都市に税を納める、

子供のころ教育を受け育てていただいたふるさとに対して、大人になった今恩返しをしたい

という思いが伝わる制度でもあります。そして、現在国が進めている地方創生の原点でもあ

ると思います。そこで、我が町のふるさと納税の経緯について確認をさせていただきます。 

  ふるさと納税制度の始まった平成20年には、年間で203万円、翌21年では343万円、22年

は188万円、平成23年には57万円、24年は408万円、25年は384万円、そして昨年の26年は

205万円でありました。よって、６年間の合計は1,788万円であります。年度の平均では298

万円という、まさに低調でありました。 

  私は、その間平成25年の12月会議において、ふるさと忚援寄附金の積極的な取り組みを

強く提案してまいりました。幸いに追い風が吹きました。本年１月１日に、ふるさと納税制

度の改正がなされ、特例控除額の上限が個人住民税額の１割から２割に拡充しました。また、

本年４月１日より、確定申告をしない給与所得者に限り、寄附先が５自治体以内であれば確

定申告をしなくてもよくなり、ふるさと納税がより簡単にできるようになりました。そこで

順次伺います。 

  小布施町は、本年度のふるさと忚援寄附金の当初予算では2,900万円を計上され、そして

今会議に2,100万円の補正予算が提出され、ふるさと忚援基金は5,000万円を想定されてお

られると思います。2,900万円の当初予算から2,100万円の約42％もの上積みができました

ことは、担当される皆さんの大変ご苦労があり、取り組んでいただいた成果だと心から評価

をしているところであります。そこで、現在はどのように進んでいるかをお伺いいたします。 

  ふるさと納税は、小布施町ではインターネットの窓口、株式会社トラストバンクと契約を

されているようですが、その契約内容について説明を求めます。 

  本年度よりお礼の品物が34品目にふえて、魅力あるメニューが「ふるさとチョイス」に載

っております。しかし、もっともっと開拓の余地があるのではないかと思いますが、いかが
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でしょうか。 

  町では、お礼品を選定し、その業者より出店を依頼し、そしてそれを「ふるさとチョイ

ス」のメニューに登録するということは、この一連の業務は大変であると思われますが、ど

のように対忚されているのか、お伺いいたします。 

  また、お礼の品物の集荷あるいは発送業務はどのようにされているのか、その辺もお伺い

したいと思います。 

  ふるさと納税をいただいた方にお礼品を贈る、その一連の中でお礼品の代金あるいは発送

手数料代金、トラストバンクあるいは振興公社等々の手数料等の原価率はどのように設定さ

れているのか、アバウトでいいですが教えていただきたいと思います。 

  それに、主たるふるさと納税の受け入れ窓口はインターネットの「ふるさとチョイス」と

思われますが、インターネットだけでなく、郵送、手配りにも活用するためのパンフレット

を作成していただいたらと思うのであります。 

  そして、これは要望となると思いますが、ふるさと忚援寄附金は財政面でのメリット、そ

れ以上に小布施の町を知っていただく機会になります。あるいは小布施の特産品を全国にＰ

Ｒできる産業振興の場所でもあります。その点をご理解いただく上で、自信を持って取り組

んでいただきたいと思います。 

  以上、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 市村町長。 

〔町長 市村良三君登壇〕 

○町長（市村良三君） 午前中より引き続き傍聴の皆さんにお礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

  小渕議員のご質問に対し、順次答弁申し上げます。 

  ふるさと納税による寄附金は、当初予算で歳入として2,900万円を計上しておりました。

８月下旪時点で約3,400万円の寄附の申し出をいただいており、実際にご入金いただいた寄

附金は約2,160万円になっております。このまま順調に推移させていただきますと、当初予

算を上回る寄附金の入金が見込まれるため、今会議において歳入予算を総額5,000万円とす

る補正予算をさせていただいております。これは、ただいま議員からさまざまお話がありま

したとおり、25年の12月会議で議員から励ましをいただきましたこと、あるいは今年４月

から担当部署を明確にしてそれに当たったこと、それから先ほどお話の２割ということがい

ろんな形でいい形に結びついているんだろうというふうに思っております。 
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  寄附金の申し込み、決済方法についてインターネットサイトを運営するトラストバンクと

契約しております。ご指摘のとおりであります。１日の寄附金の件数、合計金額、クレジッ

ト決済なのか納付書払いなのか、それぞれの別のデータとして提供していただき、月額

4,050円の利用料を支払っております。良心的な額と認識をしております。サイト内に特集

ページや詳細ページを別途料金で設定することも可能でありますが、現在はそのような契約

はしてありません。クレジットで決済いただく場合は、別途、ヤフー公金決済システムを使

用しており、こちらの経費として初期システム設定で３万2,400円、月額のシステム使用料

1,620円、クレジット決済ごとに決済金額の１％が手数料として請求をしていただいており

ます。 

  ふるさと納税の感謝特典は、小布施町にご滞在いただくということを目的としたメニュー

と、農産物の加工品のお礼の品とすることから初め、７月から桃、ブドウ、リンゴ、栗など

の農産物を追加したところ、急激に寄附件数が増加したものであります。農産物が尐なくな

る冬期間に向けて新たな感謝特典をご用意したいというふうに考えております。 

  感謝特典の選定は、職員がアイデアを出したり、あるいは農業関係の方や商工業の方との

会議を持ったり、さまざまな方からのご助言をいただくなどして決めさせていただいており

ます。それから、感謝特典の集荷、発送についての業務でありますが、加工品を含む農産物

は小布施町振興公社が独自、または農家さんなどから集荷、発送業務は小布施町振興公社の

名前で行っております。美術館パスポートや宿泊券などは町から、また北斎館で取り扱って

いる商品については、直接北斎館に発送をお願いをしております。 

  次に、感謝特典の必要経費でありますが、当初予算では感謝特典発送のための経費を寄附

金額の約４割相当額と見込んでおりました。７月以降、農産物を加えた時点で約５割と試算

しております。感謝特典を通常販売する場合の売価、発送用資材費、材料の実費を町宛てに

ご請求をいただいております。いわゆる取扱手数料のようなものはお支払いをしておりませ

ん。参考までに、寄附金額が尐ないほど原価率は高くなっており、これは当たり前の話です。

それから農産物より、小布施町に滞在をしていただくことを目的としたメニューの感謝特典

のほうが高い原価率の設定となっております。感謝特典ごとに原価率が若干異なりますが、

希望される感謝特典に偏りがあることから、あくまで見込みでありますが、平均して５割く

らいというふうに考えております。 

  このほかに、先ほど申し上げたインターネットサイトと公金代納サービスのシステム使用

料、クレジット決済に対する寄附金額の１％の経費及び事務消耗品費が発生をしております。
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ご指摘のように、ふるさと納税は、インターネットサイトの利用だけでなく、直接寄附をし

ていただくこともできます。東京小布施会の皆さんにはパンフレットをお配りし、寄附のお

願いを申し上げました。また、小布施見にマラソンに申し込まれた全ランナーの皆さんにも

パンフレットをお配りをしております。見にマラソン終了後、ランナーから寄附をいただき、

見にマラソンのおもてなしに感動したので、寄附しましたとのありがたいメッセージもいた

だいております。 

  インターネット環境をご利用いただけない方もいらっしゃいますので、パンフレットなど

も用意しておりますが、ふるさと納税の寄附は圧倒的にインターネットサイトからいただい

ております。事務手続の効率化、あるいは事務経費削減などの見地からも、インターネット

を主流としていきたいというふうに考えております。しかし、パンフレットなども十二分に

これを利用させていただきたいと思っております。 

  ふるさと納税は、町の財政面でも非常に大きな効果があります。ご指摘のとおりでござい

ます。また、議員からもさらにご指摘がありましたとおり、寄附を通じて小布施という町を

知っていただき、そのことがあらゆる面での振興にも大きく貢献していただけるのではない

かというふうに考えております。 

  小布施町にお越しいただくための感謝特典と産業振興に資する農産物、商工業商品を感謝

特典としてさらにご用意し、これからも多くの方にお買い求めというか、ふるさと納税を行

っていただき、さらには小布施のファンになっていただくために、積極的な事業推進に努め

てまいります。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小渕 晃議員。 

○９番（小渕 晃君） ただいま町長から答弁をいただき、ありがとうございました。 

  その中で、３点ほど再質問をさせていただきます。 

  まず、今気がついたんですが、私は簡単にふるさと納税のお礼品というような、お礼品と

いうような言葉を使ったんですが、町長から感謝特典というような、これまたきれいな言葉

を教えていただきました。それも含めて使っていきたいと思います。 

  その感謝特典のメニューでありますが、小布施の「ふるさとチョイス」に掲載されている

感謝特典、お礼品の数は34品目であります。その中にそのメニューの34の中に新規就農者

忚援コースというのが４項目あります、４品種。リンゴ、巨峰、野菜、シャインマスカット、

これが新規就農者の忚援コースとして設定されています。このことは新規就農者にとっては
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大きな励みになります。また、これからこの小布施で就農をしようとしている若者にとって

は、これまた大きな希望にもなります。それを見て私は大変好感を持ちました。 

  それはそれとしまして、ふるさと納税はお礼品、感謝特典のメニューによってかなり左右

される部分があると思うのであります。ふるさと納税をされる方は、インターネットの「ふ

るさとチョイス」を初め、いろんなところを見たり、あるいは人から聞いたりして、より自

分にとって必要なもののあるところへふるさと納税をする可能性が大きいからであります。

小布施町は現在34品目と申しましたが、たまたま小布施町より進化をしている須坂市では、

73品目を掲示されているわけです。そして感謝特典、お礼品の一番の人気は食料品であり、

果物であるそうであります。その果物の数を須坂市は64品目を掲示してあります。我が小布

施町は18品目であります。これを一概に比較するのもどうかと思いますが、やはり須坂市が

１億2,000万円を目指せる力だと思いますし、小布施は5,000万円何がしの差がそこにある

のではないかと。全てではありませんが、私は思うのであります。 

  そのようなことを考えますと、小布施の果物はこれから旪であります。まさに果物王国小

布施であります。人気の果物は小布施にそろっております。特にブドウのシャインマスカッ

トは全国の全ての果物の中で一番バイヤーが求めている、一番おいしいと言われているのは

シャインマスカットであります。そのシャインマスカットが主産地は小布施なんです。全国

でもここほど良質の品物がとれる地域はないわけであります。よって、メニューの中に入れ

ていただき、さらなる感謝特典の魅力を増していただきたい、そんなことを提案し期待いた

します。 

  それから２点目であります。お礼品、感謝特典の開拓、あるいは集荷、出荷の関係であり

ます。１つの品物をある業者なり、ある農家にお願いする。またそれを了解いただき、「ふ

るさとチョイス」に載せる、その間の労力というのは大変だと思うわけです。ある業者にお

願いしても、いや、うちはやらんよと言う業者もいっぱいあると思います。しかし、それを

こつこつと説得し、ご理解をいただき、「ふるさとチョイス」に載せる、載せるのもただ載

せればいいんじゃなくて、やはり写真を添えてやり、その説明を添えて載せるわけですので、

この労力たるや大変なものだと思います。そういう意味では、30品目を集めた担当者の皆さ

んには本当にご苦労だったなと思います。 

  しかし、これから、より魅力ある感謝特典をつくっていくとなると、果たして今の体制だ

けでいいのかどうか。担当者の負担が大き過ぎるとどこかでショートをする心配があると思

うんであります。そして、このような感謝特典をリストアップする業務は限られた期間であ
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ります。よって、一時的な臨時職員を設置し、それこそしっかりとした感謝特典のメニュー

をそろえていただけたらと思うのであります。 

  また、出荷、集荷の関係でありますが、私がお聞きした範囲、町長の答弁にはなかったん

ですが、お聞きした範疇では、例えば桃、あるいはリンゴ、それを生産者が荷づくりをして

お届けいただく、それを振興公社の職員が発送するというような、そんなふうにお聞きして

おります。これはやはり非常に心配な面があるわけです。生産者が封をしてお届けした、生

産者は変なものを入れようとか、そんなことを考えているわけではないんですが、当然生産

者の目は人によって差が生じるわけであります。小布施から発するリンゴ、あるいはブドウ

に対して５軒の生産者が担当したら、そこに差が生じるということは、長い目で見た場合に

は問題になると思うのであります。 

  現在ＪＡでやっている共選所システムは出たものを全部一点一点チェックをして、それで

一定の評価をつけて発送をしているわけであります。その段階で出荷者は気がつかないでブ

ドウの中の１粒に傷があったのを気がつかないで出したのも、そこで発見されて、それがき

ちっと処理されて発送されるわけであります。これが信用であります。出荷される方が特別

な気持ちじゃなくていいものを送ったつもりでも、そのようなことが発生する危険性があり

ますので、やはり検査をするには今の人員では足りない、当然理解できます。だったら、検

査をする、３日に一度２時間か、１週間に一度２時間か３時間という、その検査のためにや

はり同じ統一した目で見られる検査のための時間の臨時職員等を採用して、ここはしっかり

されることを私は願うのであります。 

  それから３点目でありますが、先ほど言った原価率なんていう、ちょっと失礼な感謝特典

の関係の寄附をいただいたものとお礼品の感謝特典の率でありますが、これは誰だってもら

ったお金より尐ない品物を送れば、その差は大きくなるんですが、私は先ほど町長の答弁で、

４割から５割にしていただいたということで、私はこのふるさと納税で財政を意識すること

よりは、小布施を知っていただく、小布施の産業振興をするという、そういう点においては、

できるだけ喜んでいただけるような形で進めていただけることを望むものであります。その

辺についてのお考えをお知らせください。 

○議長（大島孝司君） 市村町長。 

○町長（市村良三君） 小渕議員の再質問にお答えを申し上げます。３点ほどいただきました。 

  まずは、もう尐し農産物の品目をふやすということであります。須坂市においては、64品

目ですか、小布施町は18品目ではないかということであります。 
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  小布施町も果物の宝庫でありますので、ご指摘のことから始めるとしまして、もう尐しい

ろんなものをふやしていきたいというふうに考えます。そのためには、お話をいただきまし

た体制が非常に問題だろうというふうに思います。これは臨時職員をお願いしてもというよ

うなお話もございました。現状の体制を再度見直して、それに備えていきたいというふうに

考えます。 

  それから、ちょっとご心配のいわゆる選果は大丈夫かということでございましたけれども、

ＪＡにお願いをしております。そしてその箱をもって選果していただいたものを公社を通じ

て発送しているというふうに私はお聞きをしております。もう一回これの体制を見直すと同

時に、よいものを送るという、そういう体制も新たにつくっていきたいと思います。目きき

というか、そういう方の目も多分要るんだろうというふうには思っております。 

  それから、原価率４割から５割というようなご答弁を申し上げましたけれども、余りそこ

にこだわるのはと、それも物すごく重要なんだけれども、知っていただくということが重要

なんだと。私もこの２週間ばかり一生懸命考えてみました。小布施にはたくさんいろんなも

のがございます。例えば今でこそブームでありますけれども、古くからラジコンのヘリコプ

ターをつくっていらっしゃる方もおいでになりますし、それから酒類、みそ、しょうゆなど

の加工品もまだまだございます。 

  それから、ある意味で人を紹介していくというと変なんですが、先ほど山岸議員のご質問

の中に、バナーなら俺に任せておけというような力強いお話やご質問がありましたけれども、

ネットの専門家がこういうことだったらできますよとか、あるいはカメラの技術を持ってい

らっしゃる方、編集技術を持っていらっしゃる方、あるいはデザインの技術を持っていらっ

しゃる方、さまざまな人材がいらっしゃいますので、そういう方とご相談の上に、小布施の

人を紹介するという意味も込めて、そういうことを展開していったらどうかというふうにも

考えます。小布施ならではのもの、ことというのはまだまだ考えられますし、いろんな形で

ご紹介できたらなというふうに思います。さらに、上を目指しなさいというご質問でござい

ますので、それにお答え申し上げました。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小渕 晃議員。 

○９番（小渕 晃君） 次の質問に入りたいと思います。時間が追っておりますので、多尐早

く発言させていただきたいと思います。 

  町民運動会のより一層の進化をということでありまして、第51回の町民運動会がことしも
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10月11日に開催予定です。小布施の町民の方が一番多くの人が集まる場所がこの町民運動

会です。そして、ふだんはお行き会いできない方とも年に一度お行き会いできる場所でもあ

ります。この町民運動会が51回を数えたことは、小布施町の団結の源であり、町の財産、誇

りでもあります。たしかオープン参加を取り入れたのは一昨年で、結んで走ってという種目

の番外に設定され、５人でチーム編成をし、出場する種目でした。私たち町会議員もチーム

をつくって出場させていただき、和やかに楽しませていただきました。ところが、昨年たし

か個人が自由に参加できるような綱引き、大玉送りになってしまい、失望していたところで

あります。 

  そこで、さきの６月会議の一般質問で、町民運動会のオープン参加を発展させ、新規定住

者、第二町民、若者会議の参加者、そして東京小布施会の皆さんなどなど、多くの参加をい

ただき、楽しい運動会にと提案をさせていただきました。答弁は、オープン参加の１チーム

を編成していただき、各自治会と同様に各種目ごとに参加をいただけるように取り組んでま

いりますとの答弁でありました。関係者の前向きな取り組みに感謝し、期待を大きくしてい

るところであります。 

  そこでお伺いいたします。町民運動会まで残すところ50日近くになりました。その準備状

況はどうなっているか、ご答弁願いたいと思います。 

  それから、自治会によっては小・中学生の選手の確保ができない。それゆえにその種目を

辞退をせざるを得ないところもあります。このような自治会には、小・中学校に選手の派遣

を依頼し、出場できる環境づくりをぜひサポートしていただきたいと思います。また、多く

の自治会では忚援席にテントが張られ、その下で和気あいあいに忚援をされておられます。

特に尐人数の自治会の中では、選手の依頼でご苦労され、テントを張るまで手が回らないと

思われると推測される自治会もございます。町全体で楽しむためにも、同じ環境下での運動

会を開いていただきたい。町で所有するテントをぜひ利用していただく方法はないものかと

提案をいたします。 

  以上。 

○議長（大島孝司君） 池田教育次長。 

〔教育次長 池田清人君登壇〕 

○教育次長（池田清人君） 小渕議員のご質問にお答え申し上げます。 

  町民運動会は昨年で50回目を迎えました。ご指摘のとおり、子供から老人まで一堂に会す

る町の伝統行事である町民運動会は、小布施町民の大きな誇りであり、力を合わせての大会
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の運営は、町民の皆さんのコミュニティ形成の源でもあります。例年３連休ということもあ

り、町外の方にもご参加いただき、ふだん着の小布施町にさらに興味を持っていただき、交

流を深めていただける絶好の機会となると考えております。 

  また、定住促進などまちづくりの視点から見ても、町民の皆さん、忚援、見学も加えます

と4,000人、5,000人ともいわれる参加の町民運動会は、新たな町の魅力や交流資源と発展

する可能性を秘めているものと思います。町外の皆さんや企業の皆さんなど、多様な参加の

取り組みが考えられ、情報の発信とともに積極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ておるところであります。 

  ６月会議にお答えしましたとおり、今年度におきましては、オープン参加種目、これは平

成24年から実施してきたものですが、それをさらに発展させ、それとは別にチーム参加枠も

設けさせていただきました。町外の皆さんなどに呼びかけを行い、町外者の皆さんを中心に

１チームを編成して、各自治会と同様に各種目にご参加いただけるよう準備を進めておると

ころであります。 

  現在の進捗状況ですが、既に町民運動会の企画会議、あるいは諸会議などでは、趣旨を説

明させていただきまして、了承をいただいておるところであります。人集めにつきましては、

若者会議で活躍をいただいております千葉県にお住まいの方に、町民運動会の要項や競技種

目等をお送りさせていただきまして、選手の取りまとめ等をお願いしております。ここで集

まりました皆様方を中心にチームを編成してまいりますが、このほかにも東京小布施会のほ

うでも別に声をかけさせていただいており、現在10名ほどの皆さんにご参加をいただけるよ

うな予定でおります。 

  また、このほかにも就農などによる新規定住者の皆さんにも声をおかけして、チームに加

わっていただいたり、人生リレーなど小・中学生の出場枠もございます。この部分について

は小布施町の子供にも協力をいただいて、混成のチームを編成したいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  小・中学校の選手の確保が困難な自治会の対忚についてですけれども、各自治会における

小・中学生の選手の確保については、各自治会において非常にご苦労をいただいておるとこ

ろであります。ことし、さきの分館長・体育部長会議におきましても、各自治会やコミュニ

ティを越えて選手を依頼できるようにそれぞれの会議の中で申し合わせをさせていただいて

おります。現在のところそれでどうにか選手を確保できるんではないかという考えでおりま

す。 
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  忚援席のテントにつきましては、これも自治会と十分連絡をさせていただき、町のテント

をご利用いただけるようにサポートしてまいりたいと考えております。昨年３自治会ほどテ

ントがなかったようでございますが、１自治会につきましてはことし新調されたと、それか

らもう１自治会につきましては、町のほうへの申し込みが来ておるところであります。いず

れにしましても、秋の行楽期の一年中で最も混雑する時期であります。小布施町に訪れた皆

さんにも、ぜひ興味のある方には町民運動会をごらんいただき、またオープン参加等にご参

加いただけるよう、町内駅前あるいは繁華街といいますか、人が集まるところに看板等を設

置して告知などしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小渕 晃議員。 

○９番（小渕 晃君） どんな事業でも、あるいはたとえ小さな催しでも、最初に立ち上げる

ことは大変なご苦労と大きなエネルギーが必要です。最近は事なかれ主義が多い中、いろい

ろなご意見もあったとは思いますが、ここまでつくり上げてこられた関係者の努力に感謝を

申し上げます。 

  そこでお聞きします。特別チームの編成が着実に進んでいることをお聞きし安心しました

が、特別チームはそれぞれの違う団体で構成されておりますので、そのチームのまとまりの

印となるテント、あるいはユニホーム等の手配についてぜひご検討をいただきたいと思うの

であります。また、もしご検討いただく中で、運動会の終了後、それぞれの自治会では慰労

会が持たれるわけでありますが、特別参加チームの皆さんは、そのような場がございません。

ぜひ町の施設の一部をお借りし、ぜひ交流会をしていただけたらと思うのであります。 

  東京小布施会の方々が、ふるさと小布施で頑張っている若者にエールを送ったり、あるい

は東京小布施会の方のふるさと小布施に対する熱い思いを感じた新規定住者は、この町に住

む確信をより強めると思います。また、第二町民、若者会議の枠で参加した方々は、ぜひこ

の町に住んでみようという思いを強くすると思うのでありますので、その辺についてのお考

えをお聞かせください。 

○議長（大島孝司君） 池田教育次長。 

○教育次長（池田清人君） 詳細のところは現在内部で検討中でございますけれども、これか

ら実行委員会体制で運動会の準備に入っていくわけですけれども、実行委員会の中では特別

チームの世話を焼く実行委員がいたり、町職員のほうでも担当を決めて丁寧に対忚してまい
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りたいというふうに考えております。 

  また、何かテント、会場等の準備も含めまして、帽子とかＴシャツとか、そういったもの

も今検討しておる段階で、何らかの形でそういったものも提供できればというふうに考えて

おります。 

  また、反省会の関係とか、そういったものについても、町民との交流についても今後まだ

期間がございますので、人集めの集計とともに、そちらのほうも検討を深めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 小渕 晃議員。 

○９番（小渕 晃君） 市村町長にお伺いします。 

  たしか４年前の町民運動会の来賓席のテントの中で話したことですが、小布施を離れて都

会で住んでおられる方が、この運動会に来られたらさぞかし懐かしく感激されるでしょうね

と。あるいは都会で住んでおられる全国各地の地方の出身者は、運動会はふるさとの思い出

そのもので、年齢を重ねるほど懐かしく思い出されることでしょうね。それなら、この運動

会に都会の皆さんをお迎えしましょう。そしてこの運動会に参加するために、都会の方が小

布施においでいただければ最高のおもてなしになります、そんな話をしたことを思い出しま

した。４年前の夢がいよいよ実現する運びとなりました。市村町長の所見と今後の対忚につ

いてお聞かせください。 

○議長（大島孝司君） 市村町長。 

○町長（市村良三君） 私の運動会に対する思いを述べよということであろうかと思いますけ

れども、私はこの運動会というものにやはり子供のころから一つの特殊な思いがありました。

町中が１カ所に集まって競技を通してですけれども、競技をされる方も忚援する方も一体と

なっているという強い思いがございまして、当初、この小布施の事業の中でも最も大事な事

業の一つであると思い定めたわけであります。 

  ところが、きょうも小林 茂議員から公民館についてのご質問がございましたけれども、

大変多くの電話を４月、５月にいただきました。それは、分館長であったり体育部長であっ

たりするわけですが、無理だと、もう選手が集まらないから運動会はもうやめてもらいたい

という電話でございました。何十本もございました。その運動会の当日、同じぐらい電話を

いただきまして、これは絶対やるべきだというお電話だったんですが、そのことの繰り返し

でございましたが、ここ四、亓年は、一本の電話もありません。ということは、自治会の役

員の皆さん、あるいは分館の役員の皆さん、もう諦めたわけではないんでしょうけれども、
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これはもう絶対に必要な事業なんだというふうに思っていただいたんだというふうに、大変

うれしく思っております。 

  もちろんきょうの公民館のご質問にあったように、物すごくコミュニティ維持というのは

大変だということはよくわかります。ですけれども、これこそが小布施町のアイデンティテ

ィーの一つであり、せっかく今地域間交流、また世代間交流というのを軸として、町を町民

の皆さんと一緒に住んでいる小布施町にあっては、これだけすばらしい事業を、もともとの

小布施のご出身の方とともに、あるいは今大変小布施にかかわっていただいて、小布施で何

かをしていただけそうな関心をお持ちの方、さらには何の関心もないけれども、小布施に来

たら運動会をやっていて大変楽しかったという、いろんな方がおいでになると思うんですけ

れども、これだけ町の人が苦労して、しかも楽しみながらやっている運動会というものに、

いろんな方にご参加をいただけたら、これは小布施のみならず、コミュニティということを

もう一度考える機会になるのではないかなという気もしております。 

  そういう意味では、本当に今のご質問はありがたいと思っておりますし、できるだけ自治

会で足りないものは私どもでご用意をさせていただき、選手の皆さんも、これはもう競技で

ございますから、分館の対抗でもあるわけですが、一緒にやるという趣旨からいえば、より

多くの皆さんに参加していただくことが望ましいので、小・中学生の皆さんにもお力をかし

ていただきたいなと、こんなふうに思っております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 以上で小渕 晃議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 小 西 和 実 君 

○議長（大島孝司君） 続いて、４番、小西和実議員。 

〔４番 小西和実君登壇〕 

○４番（小西和実君） それでは、通告に基づきまして順次質問をさせていただきます。 

  １番目なんですが、中学生グローカル体験合宿の成果についてお尋ねいたします。 

  今年度のダイジェスト版の予算説明書、「ここに使いますことしの予算」には、「自ら学

び・自らチャレンジ」というスローガンで、日本の将来を担う中学生が将来を模索し、関心

を見つける場として、大学生や社会人、地域の人たちとの交流を軸に、世代、国籍、分野を
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越えたプログラムを取り入れた２泊３日のグローバル体験合宿を開催するとありました。 

  ことしから昨年までの福島県のブリティッシュスクールですか、に英語合宿に行くことに

かわって開催されたわけですが、町内中学生にもグローバル体験を体験していただくため、

８月８日から10日の２泊３日で希望者を対象にグローカル合宿を菅平の須坂青年の家で開催

したということです。 

  このグローカル合宿は、ＨＬＡＢの大学生も含んだスタッフとともに、英語や世界に興味

を持つこと、高校生、大学生や世界とつながる仕事をしている社会人と接し、自分の視野を

広げることの２つを目的としたプログラムをつくり、ＨＬＡＢの中学生版ともいえる合宿を

行った。参加された21名の中学生の皆さんから、来年も参加したいとの声をいただいており、

中学生の皆さんの世界観を刺激する内容の濃い合宿ができたものと思いますと、この８月会

議の冒頭で市村町長より説明がありました。 

  そこで、この中学生グローカル体験合宿の成果についてお尋ねいたします。 

  この合宿がＨＬＡＢ関連事業として開催されたわけですが、この事業の実施の内容や参加

の人数等も踏まえた費用対効果の観点も踏まえて、事業成果について詳細に説明をしていた

だきたいと思います。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

〔教育長 中島 聰君登壇〕 

○教育長（中島 聰君） 小西議員の中学生のグローカル合宿の成果ということであります。 

  このグローカルというのはグローバルとローカルをくっつけてグローカルと、こういうふ

うに名前を、ちょっと途中から最初グローバルと言っていたんですが、ちょっと変えました。 

  まず、答弁のほうなんですけれども、心も体も大きく成長し、考え方も柔軟である中学生

の時期に、国境やそれから年齢を越えたさまざまな人たちと交流することで、みずから学び、

さまざまな新しい物事に挑戦するということ。それから、小布施町以外の外を見ると、そう

いうきっかけを提供するとともに、英語を学ぶ楽しさを味わって積極的なコミュニケーショ

ン能力を育成するということを目的に、中学生グローカル合宿を実施いたしました。 

  この事業は、今小西議員からありましたように、昨年度まで実施してまいりましたパスポ

ートの要らないイギリス留学体験事業という１泊２日で福島県の山の中という言い方は変で

すけれども、ブリティッシュヒルズへ行って英語体験をしてくるという事業を予算では盛っ

てあったんですが、６月会議で今回申し上げたこの事業にして、福島のほうへ行く事業は取

りやめにしたいということを承認いただきまして、実施させてもらいました。 
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  この中学生のグローカル合宿は、８月８日から10日まで２泊３日という日程で、ただいま

ありました須坂青年の家で実施いたしました。全て小布施の中学生で１年生が４名、２年生

が５名、３年生が12名、合計21名という中学生が参加いたしました。当初もうちょっと多

く参加する予定だったんですが、運動部のちょうど競技が、じきに大会があるというような

ことで、ちょっと参加が若干減ってしまいました。 

  期間中は、４人から５人のグループで英語による創作劇をつくって発表するというセミナ

ーや、地域と世界のつながりを知ろうということで、新生病院のお医者さん、あるいは農業

をやっておられる方、それから外国から来てホテルをやっておられる方、それから桜五甘精

堂の社長さん等、さまざまな分野において活躍されている地域の方による講演会、それから

中学生とその方とのパネルディスカッションを実施いたしました。そのほか英語による宝探

しゲーム、それから高校生、大学生との何でも相談会、それからキャンプファイアーなどを

行い、参加した中学生はどのプログラムもいろんな人との交流から楽しく学べたようであり

ました。 

  特に、勉強の仕方とか進学や進路の方向など、大学生や高校生とさまざまな相談ができた

こと、これが自信や希望が持てた。それから、多様な価値感や考え方があったということを

知って、有意義な時間を送ることができたようであります。参加した中学生全員からアンケ

ートもとっているわけですけれども、年齢の違う人たちや外国とかかわりを持った人と話せ

たことで、自分の視野が広がった。あるいは来年は高校生になってＨＬＡＢに参加して、そ

れを経験した上で今度はこのグローカル合宿のスタッフとして参加して、次の中学生に引き

継ぎたいなどという感想もありました。 

  それから、もう一度合宿に参加できるならば、もっと英語を学んで、それから話せるよう

になりたいと。それから、外国のことをもっと知りたいなど、非常に意欲的な意見が多く寄

せられておりました。 

  そして、合宿に参加した中学生がその後、14日から開催されましたＨＬＡＢのセミナーを

見学したり、それから交流会に参加もしております。将来を見据え、自分なりの新たなチャ

レンジをスタートさせているように感じました。３日間という短い期間であり、十分な英語

力の向上というのは一挙には難しいわけでありますけれども、中学生が英語を学ぶ、あるい

は話すという楽しさを味わった。それから、みずからもっと学びたいという気持ちを抱いて

くれたということは、目的を果たしたのではないかと、こう考えております。 

  参加者が21名と定員に満たなかったというような問題もありますので、より多くの中学生
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が参加できますように、合宿内容の十分な周知や、それから参加しやすい時期等を検証して、

学校と連携して来年度も実施できればいいなと、こう考えております。 

  なお、この事業に講師や大学生、それから看護師も３日間おいでいただきましたので、そ

のお礼、あるいは青年の家の利用料、それからバスをチャーターした費用、それからセミナ

ーの材料費、合計約66万円をお支払いさせていただきました。１人おおむね３万円ほどかか

っております。もうちょっと参加人員が多ければ、１人単価が落ちたと思いますけれども、

去年までの福島のほうは１人２万円台でありましたので、おおむねちょっと余計にかかった

ということでありますけれども、費用対効果という点におきましては、私どもでは効果はあ

ったと、こういうふうに判断しております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小西和実議員。 

○４番（小西和実君） 答弁いただいた内容を踏まえて再質問させていただきます。 

  この３年ぐらいですか、ずっとこのブリティッシュヒルズの事業効果については、私が議

員として、非常に効果は薄いのではないかと、常々予算のときも決算のときも申し上げてお

りました。その中で、今回こういった形で変更していただいた、この中学生に対するグロー

カル体験合宿ですか、こちらのほうは費用も大して変わらず、かつ日数が３日なんですが、

ブリティッシュヒルズの場合は移動に非常に時間がかかっていたということと、体制が薄か

ったであろうと思われるのですが、今回はこのＨＬＡＢの関連の方がたくさんかかわってく

れたということで、非常に多分内容はよくわからないところもありますが、密度の濃い時間

を体験していただいたのであろうということが推測できます。 

  そういったところで、高校生対象のサマースクールだけでは限定的な効果しかないという

ところもあると感じているんですが、中学生を交えることによって中・高の連携ができたり

とか、一貫した教育ができるということで、非常にこの変更はすばらしくいいことなのだろ

うなということを、個人的に議員として考えておるところであります。なので、もう尐し確

認したいんですけれども、そういったところで、数字には出ていないところも金額面でしか

結局今のところは精査できないんですが、今後の連携という意味であったりとか、そういっ

たことでは非常に効果が出ているということでよろしいんでしょうか。町民の皆さんはまだ

この内容についてよくご存じないと思うので、この場でもう尐し説明をしていただけたらと

思うんですが、お願いいたします。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 
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○教育長（中島 聰君） 今、小西議員が言われましたように、去年までの福島へ行っていた

のは大変往復に時間がかかって、かつ１泊でしたので、なかなか当初思っていたほど、向こ

うのほうで時間がとれないということで、もうちょっと実質的な成果、あるいは必ずしも１

泊２日で英語ができるようになるということはありませんので、それをきっかけにしてもっ

と今の広い視野を持ったり、英語に関心を持ったり、それをきっかけになるほうがいいとい

うことで、今年度は当初の予算では去年と同じ計画だったんですけれども、急遽かえさせて

いただいて、今のＨＬＡＢを手伝ってもらっている大学生等にスタッフになってもらって、

このグローカル合宿を実施いたしました。 

  もちろん、小布施から須坂の峰の原の青年の家ですから片道１時間もかかりませんし、交

通費も安いと。それから泊まるところも公共のところなので安い。スタッフのほうは大学生

が７名、それからいろいろ研修をやっていただける方が５名、それから病気になっても対忚

できるように看護師が２名、その他ＨＬＡＢに過去に参加した高校生が手伝ってくれました

ので、21名の参加した中学生に対して非常に大学生や高校生、それから起業家みたいな方が

大勢おりましたので、一人一人の生徒がいろんな大学生、いろんな高校生やいろんな事業家

の方と話ができると。実際にそういう時間がいっぱいとれましたので、感想は大変みんな前

向きな感想でした。 

  私も一つ一つの授業を見ているわけではありませんけれども、大変これからもこうしたい

とか、ＨＬＡＢのほうにぜひ参加して、もっと視野を広げたいとか、こういうまことにいい

きっかけになったと私は思いました。ちょっとご質問の趣旨とは違っているかもしれません

けれども。 

○議長（大島孝司君） 小西和実議員。 

○４番（小西和実君） 答弁いただきまして、またそれを踏まえてなんですが、非常に効果は

きっとあるということがよくわかるんですが、ことし初めてということでいろいろと予測で

きないことであったり計画が十分でないこともあったんだと思います。やはり継続してやっ

ていくことによって効果がありますし、小布施というこの地方の田舎で、やはり世界の外国

の学生の方だったり、先端の有名な大学の学生だったりと触れ合ったりとか、世界を知ると

いうことは非常に重要なことであると思います。子供が将来を考えることだったり、夢を見

ることのためには、やはりそういう体験も大事だと思いますので、今後、より拡充して、よ

り質の高いものをしっかりとやっていただきたいと思うんですが、予算の拡大も含めてなん

ですが、今後継続して充実した内容をやっていっていただけるという方向でよろしいのでし
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ょうか、確認します。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

○教育長（中島 聰君） お答えします。 

  確かに今回は１回目でちょっと周知期間が短くて、中学校に行って３回説明をしたという

ことで、それだけで今度の事業はスタートしてしまいました。当然今回21名の方に行っても

らっているので、行ってもらった生徒から行かない生徒にこうだったんだよと、こういうふ

うに知らせてもらったり、こんなによかったんだよと、こういうことを言ってもらっている

ので、来年は部活の練習の真っただ中みたいな、そういう時期を避けるとか、あるいはもう

ちょっと余裕を持って募集するとか、それはことしは１回やっていますから、生徒のほうは

どういう内容なんだなということは承知していると思いますが、内容につきましてもう一回

吟味して、来年度以降も続けていきたいと、こういうふうに思っております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小西和実議員。 

○４番（小西和実君） 続きまして、小布施サマースクールの成果と今後のＨＬＡＢ関連事業

の展望についてということで質問させていただきます。 

  日本の高校生がみずからの進路を主体的、かつ多様な選択肢から考えられる世の中にをス

ローガンとした小布施サマースクール・バイ・ＨＬＡＢ2015が、８月14日から20日の６泊

７日の日程で開催され、今年度で３回目となりました。このＨＬＡＢはハーバード大と日本

の学生の協力で実施される高校生を対象とした合宿形式によるリベラル・アーツ・サマース

クール、ブランドや先入観にとらわれない物事の考え方を養うプログラムです。 

  実行委員会の協力のもと、町内の高校生、そして全国の高校生、日米の大学生が小布施に

会し、ワークショップやセミナーを通じて自己表現力やコミュニケーション力を養ったり、

多様な進路選択、将来設計を考えます。また、中学生等を対象にしたプログラムを新たに企

画し、英会話の実践とコミュニケーション力向上を図りますと、今年度の先ほどにありまし

たような簡易版の予算説明書、「ここに使いますことしの予算」にはありました。 

  この３回目となる今回は、町内参加者９名を含む全国から集まった約50名の高校生を対象

にハーバード大学を中心とした国内外の大学生の皆さんにより開催されました。生きた英語

を学びながらの多様な価値感との出会い、大学生の貴重な体験などを知る有意義な体験学習

ができたものと思われると、８月会議のやはり冒頭で市村町長より説明がありました。今年

度は平成26年の補正予算前倒し分の100万円を含めて、おおよそ300万円の予算で実施して
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おります。 

  そこでお尋ねいたします。この事業の実施の内容と参加人数等を示していただき、それも

費用対効果の観点から事業評価を、成果についての詳細な説明をしていただきたいと思いま

す。 

  また、今後のＨＬＡＢ関連事業の展望について、あわせてお尋ねいたします。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

〔教育長 中島 聰君登壇〕 

○教育長（中島 聰君） 先ほどに続きまして、今度はＨＬＡＢの関連事業のことについてお

答えいたします。 

  小布施サマースクールＨＬＡＢ小布施2015は、高校生がハーバード大学を初めとする海

外のトップ大学の学生や東京大学など日本人大学生、両方合わせて50名とともに過ごして、

国籍や世代、地域、学校といったあらゆるボーダーを越えた多様な価値感のコミュニティの

中で互いに学び合い、社会や地域、そしてみずからの未来を主体的に考えるサマースクール

で、ことしで３年目の開催となりました。 

  ＨＬＡＢの開催につきましては、学生を中心とした実行委員会を組織し、主に学生を中心

とした運営委員により、企画運営を行ってまいりましたけれども、今年度は町内が９名と、

今まで去年は４名だったと思いますが、ことしは９名という大変大勢の参加をいただいて、

９名を含んで全国から50名という高校生が参加して、８月14日から20日までの６泊７日の

日程で、この役場庁舎を中心にセミナーやフォーラム、ワークショップ等のプログラムを実

施のほか、各お宅にホームステイをしたり、それから小布施の方の食についてのワークショ

ップなどで町民の方々との交流が図られました。 

  また、このサマースクールの趣旨にご賛同いただきました多くの個人や企業の方から協賛

をいただいて、それから町民の皆様にも多大なご協力をいただく中で実施することができま

した。企業の皆さんからはジュースをいただいたり、いろいろ差し入れ等をいただきました。 

  なお、予算につきましては、まだ全部の精算は済んでおりませんけれども、高校生から集

めた参加費が１人６万円で300万円、それから県や企業、また個人からの寄附金が約70万円、

そして町から今のところの予定では、おおむね200万円程度の支出をして、合計570万円程

度で精算ができるのではないかと今は思っております。それから、この費用のほかに、この

ために２カ月ほどですか、臨時職員を雇いました。その賃金などは、この経費に入っており

ません。 
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  今年度サマースクールは、全国４カ所で開催されましたけれども、小布施町で開催する意

義をＨＬＡＢのほうでは次のように表現しておりました。次に申し上げることですけれども、

新しい挑戦をしたいとき、それを後押ししてくれる環境、自分を見詰め直す時間がある空間、

昔のものを大切にしつつ、新しいものを取り入れながら今をつくろうとする精神、自分の殻

にとらわれず、多様な意見を取り入れていく柔軟さ、私たちがサマースクールを開催する小

布施町は、これらを体現しているまちで、リベラル・アーツの理念と見事に交差し、参加者

が一歩踏み出す場であってほしいというサマースクールの目的を投影している。全力で楽し

み、全力で挑戦することを後押しすることができる最適なまちがこの小布施町だと、こうい

うふうに表現して参加を募っておられました。 

  ことしは９名の小布施町の高校生が参加いたしまして、またグローカル合宿に参加した中

学生も、このＨＬＡＢサマースクールに参加したいと意欲を持っている生徒もいますので、

次の世代を担う若者が、自分の進路においてチャレンジしていこうという芽が育ってきてい

るのではないかということは確信しております。 

  それから、町内高校生の参加も着実に増加しておりますし、それから年を重ねるごとにセ

ミナーやフォーラムも充実してきておりますので、全国の学生に小布施町を感じてもらえる

場でもあるということから、ちょっとことしはお盆にひっかかってしまいましたので、開催

時期等はもう一度考え直すということにしても、今後も来年からも継続してまいりたいと、

こういうふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 小西和実議員。 

○４番（小西和実君） 今答弁いただいたわけですが、今後の関連事業の展望についてという

ところで、もう尐し例えばということでお伺いしてみたいんですが、今回須坂新聞にたしか

記載されていたと思うんですが、グローカル合宿とサマースクールの効果についてというこ

とで、さまざまな可能性やみずから考える力を収得したというようなコメントが載っていた

んですね。ただ３日や７日では到底無理なことで、さっきおっしゃっていたような形で、ほ

とんど勘違いか気の迷いだと思います。 

  そういったところでは、やはりちゃんと長くやっていくためにはフォローの期間を例えば

半年後に何かしら小布施で開催するということであったりとか、あるいは先ほど中・高での

一貫的なプログラムはすばらしいと思ったんですが、やはり最初に将来のことを夢見るとい

うのは、やはり小学生のころからもう始まるわけなので、そういった意味では、小学生と何
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かしら交えたものだったりという、もう尐し年代を広げて早い段階からこういう外の世界に

触れる機会をつくっていくということも重要ではないかなということを考えております。そ

ういったところで、ＨＬＡＢに限らなくてもなんですが、小布施としてこの中・高でやって

いるこの企画を、例えば小学生まで拡大させていくとか、ほかにこんな規模が大きくなくて

もいいんですけれども、フォローの何かしらのプログラムを半年後等に何かしら用意すると

いうような継続的な、年に１回ではない継続的な取り組みだったりとかということは、関連

的に考えていけることは可能性としてはないでしょうか。 

○議長（大島孝司君） 中島教育長。 

○教育長（中島 聰君） お答えします。 

  今、最初の質問の半年に１回ぐらい、年に１回じゃなくて間に何がしかもうちょっとつな

げるようなことというふうなご質問をいただきましたが、こういうものをやろうというのは

ちょっと今のところは計画はされていないし、今も思っていないんですが、まだついこの間

終わったばかりで、まだ全体の反省会もしておりませんので、全体の反省会の中でこうした

ほうがいいとか、ああしたほうがいいとかということが出てくると思います。あるいはさっ

き言った開催時期もそうだと思いますので、そういうことまで踏まえて今の議員の提案があ

ったことも踏まえて、もう一度考えてみたいと思います。 

  それから、今は高校生を中心にＨＬＡＢのほかにことしは中学生を対象としたグローカル

合宿をやって、中学と高校がくっついていくと、こういうことで、そういうことを小学生な

どにも何かつなげていく方法を何か考えたらどうだということなんですけれども、それは来

年度から発足する予定で今進めております、小布施の幼保小中の一貫のコミュニティ・スク

ール、中学校にもコミュニティ・スクールをつくり、小学校にもつくり、それから幼保にも

それぞれコミュニティ・スクールをつくって、その運営委員に全員集合していただいた小布

施学園コミュニティ・スクールというのを組織すると。ですから、小布施学園コミュニテ

ィ・スクール、例えば20何人が集まって、そこには幼稚園担当、保育園担当、小学校担当、

中学校担当というような委員がおいでになりますので、そういうときに小学校のこの辺でも

うちょっとこういうことをしたほうがいいとか、いろんな意見が出てくると思いますので、

その中でもうちょっと今までとは違った、単に小学校と中学校がちょっと提携するよという

ことよりは、もうちょっと踏み込んだ、中学生になるための小学生の後半の生活の仕方とか

勉強の仕方とか、そういうものまで踏み込んでいきたいと、こう思っていますので、そこで

今の予定では来年からそれがスタートするということで計画はしておりますので、そこでも
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んでいきたいと、こう思います。 

  以上であります。 

○議長（大島孝司君） 以上で小西和実議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 渡 辺 建 次 君 

○議長（大島孝司君） 続いて、10番、渡辺建次議員。 

〔１０番 渡辺建次君登壇〕 

○１０番（渡辺建次君） それでは、通告に基づきまして４問、順次質問したいと思います。 

  第１問目、「健康ポイント」制度の導入で医療費の抑制をについて伺います。 

  ご承知のとおり、国家財政において医療費だけでも年間約40兆円の規模に達し、医療費を

合わせた社会保障費の歳出の伸びは毎年約１兆円の増加となっています。医療費の抑制は最

優先の課題であって、厚生労働省はその抑制策として健康ポイント制度の普及を促すとのこ

とです。 

  健康ポイント制度とは、個人の運動、食生活の改善といった取り組みや、体重の減尐に忚

じて特典、すなわちポイントなどを受け取る仕組みで、一部の健康保険組合などがそれぞれ

独自の内容で実施しているものです。ちなみに、公務員共済組合では、１年間医療機関にか

からなければ粗品が送られてきます。 

  さて、そのポイントの財源は基本的には加入者から集めた保険料ですが、市町村が予算を

使って住民向けにこうした制度を導入しているところもあるとのことです。受け取ったポイ

ントは、体脂肪計やスポーツ施設の利用券などと交換できるものもあれば、現金や保険料の

割引を受けるケースもあるとか、例えば岡山県総社市では、国民健康保険の加入者に対し、

病気やけがで１年間診療を受けなかった世帯に現金１万円を配っているとのことです。また、

運動を継続する努力にポイントを付与し、意識的に健康づくりを促進し、その結果、医療費

を抑制した例として、筑波大学大学院の久野教授の調査結果が発表されています。それによ

りますと、新潟県見附市でのデータの収集解析で、運動プログラムなどにより、１人当たり

年間10万円の医療費の削減効果が実証されたとのことです。さまざまなポイントの付与が自

己の健康管理としての運動継続や、日々の食事の気配りなどへの動機づけとなり、それが健

康寿命、最近世界の健康寿命が発表されましたけれども、日本が男性71歳、女性が75歳で
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世界一だというふうな発表がありましたけれども、その維持と延伸、医療費の削減につなが

るとしたら、まさに一石二鳥です。ちなみに、今、新設予定のスポーツ庁へは、50自治体か

ら補助の申請がなされているとのことです。そこで具体的な質問です。 

  １項目め、総務省や厚生労働省が全国幾つかの自治体と連携して実証実験をしているとの

ことですが、その実態はどうか。 

  ２項目め、小布施町が導入するとして、まず１点目として、最近の町の医療費の伸びと将

来見通しは。２点目として、健康ポイント制度を導入するとした場合のメリットと問題点は。

３点目として、導入するとしたらその将来像はどうなりますか。 

○議長（大島孝司君） 八代健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 八代良一君登壇〕 

○健康福祉課長（八代良一君） 渡辺議員の「健康ポイント」制度の導入で医療費の抑制をと

いう質問に答弁申し上げます。 

  まず、１点目の総務省や厚生労働省が全国の幾つかの自治体と連携して実証実験をしてい

るその実態ということですが、これは厚生労働省では、健康づくりに取り組む人がいわゆる

特典をもらえる健康ポイント制度の普及を今後進めておりまして、平成27年度中に保健事業

で実施する場合の具体的なガイドラインを作成をしていくこととしております。 

  ご質問の実証実験につきましては、みずほ情報総研と浦安市、大田原市、岡山市、高石市、

伊達市、見附市の６市とみずほ銀行筑波ウエルネスリサーチ、それから筑波大学の産官学で

連携しての実証実験が平成26年12月から３年間を予定して始まっておるという中で、平成

27年３月までは総務省の委託事業として行われているということでございます。 

  内容につきましては、先ほど議員のほうからも出ておりますが、健康に関心のある人だけ

でなく、無関心な人にも健康づくりに参加してもらうため、健康ポイントをインセンティブ

として付与し、健康に関する行動内容を促す実証事業というようなことでございます。具体

的には40歳以上の住民を対象に、各市が提供するウオーキングなどの健康づくりプログラム

への参加、それから日々継続した健康づくりの成果、あるいは特定健診の受診などにポイン

トを付与して、そのポイントに基づいて商品券ですとか景品などと引きかえることができる

ものが多いようです。 

  それから２点目、小布施町がそれを導入するとして、最近の医療費の伸びと将来見通しと

いうことですが、町国民健康保険の医療費につきましては、平成24年度は10億3,594万円、

平成25年度では10億4,500万円、平成26年度は11億3,131万円と伸びております。平成27年
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度につきましても、医療費につきましては前年度以上の伸びと予想をしております。被保険

者の高齢化ですとか医療の高度化により、今後も増加をしていくという予想をしております。 

  ２点目の制度の導入するとした場合のメリットと問題点ということですが、メリットにつ

きましては、健康ポイント制度を通しまして、健康づくりを後押しすることで健康に関心を

持ってもらい、健康づくりの意識の向上につながります。また、特定健診などの受診率が向

上されることから、早期の医療につながり、重症化が避けられるというように医療費の抑制

にもつながるというふうに考えます。 

  制度上の問題点につきましては、今のところちょっと把握はしておりません。 

  ３点目の導入するとしたらその将来像ということですが、健康ポイント制度を導入するこ

とで、町が現在行っております例えばウオーキング教室ですとかパワーウオーキングの講習

会、あるいは健康イベント等への参加を促したり、それから、特定健診など各種検診の受診

率が向上し、健康増進、それから早期発見、早期治療による医療費の抑制につなげていくた

めには、健康ポイント制度も一つの有効な方法だというふうに考えます。先ほど申し上げま

した現在厚生労働省で検討中の具体的なガイドラインですとか、議員もお示しいただきまし

た他市町村でのそういった実情、実施状況、そういったものを踏まえまして健康ポイント制

度の導入を初め、いろいろな方策を検討して課題であります医療費の削減ですとか健康づく

りの意識の高揚に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） そうしますと、厚労省のほうからガイドラインが出始めているとい

うことでしょうか、27年度中ということですからまだ出ていないということですか。仮に出

ていないとしても、リーダー的に小布施町が先行して何かやっていこうという意識を持って

やろうという意識があるのかどうかですね。健康ポイント制度の導入を初め、いろいろな方

策を検討するとありますけれども、例えば具体的にいろんな方策というのは何かということ

です。 

  それから、デメリットというのでは、ちょっと私は新聞等で読んだ中では、受診を控える

のではないかというような話もありますけれども、いわゆる軽い病気とか軽いけがでは余り

医療機関に頼らず、最近自己治療と言うんですか、それによって直していくという方法もあ

るみたいですけれども、そのあたり町として町民に対してどんなかかわり方をするのかと、

お願いします。 

○議長（大島孝司君） 八代健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（八代良一君） 再質問にお答えをいたします。 

  まず、ガイドラインの関係につきましては、今後発表されるということで、まだ正式に厚

労省のほうから出ているものではありませんけれども、やはり先ほど申し上げましたとおり、

医療費が大変伸びているということと、当然これは削減を検討していかなければならないと

いうそういった中では、健康にふだんから気をつけている人と無頓着な方がいらっしゃいま

して、そういった中で、そのポイント制度ですとか、そういったことを有効に活用すると今

まで健康に気をつけなかった方が健康を気にして、自分の健康管理をしていただけるように

なっていくというような、そういったメリットがあるというようなこともお聞きしておりま

すので、そういったことも含めまして、それとぜひ特定健診の受診をしていただいて、本当

にその結果、悪い方は保健師のほうも個別に指導もしてまいっておるということですので、

ぜひそういった受診率の向上ですとか、そういったことをある程度目標をつくって、達成で

きるような、そんなことをしていければというふうに考えております。 

  それから、そのデメリットに関して、今受診を控えるのではないかということですが、多

分いろいろな市町村からそういった事例も見受けられる可能性もあるとは思いますけれども、

それ以上にメリットのほうが大きいのかなというふうにも今のところは考えております。先

ほど答弁申し上げましたとおり、ガイドラインなども参考に、また導入に向けた検討もして

いきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） それでは、次に２問目に移りたいと思います。 

  通学路の安全確保と円滑な交通の流れについて４項目質問します。 

  １項目め、小布施スマートインター出口交差点への歩車分離信号機の設置を検討できない

かというものです。歩車分離信号機の設置については、今までも何回か取り上げられてきま

したけれども、今回はこの場所への町民の方からの設置要望が再度ありましたので、再質問

したわけです。確かに、インターをおりて左折しようとしても、歩行者が横断歩道を渡り終

えるまで待つと、通過できるのが二、三台で、すぐに信号が赤にかわってしまいます。混雑

時には多くのドライバーにストレスをかけているのではないかと思います。 

  ２項目め、朝の通勤通学の時間帯、国道403号中野方面からの車両が矢島の信号から矢島

地区内の町道へ進入し、六川、中町方面へと抜け道として利用されているその状況について、

地元の地区会長より通学時の安全対策についての懸念が表明されていました。朝の７時前後、

通過車両は通常の三、四倍、速度は60キロぐらい出ているのではないかとのことです。この
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時間帯は、ちょうど小・中学生の通学の時間帯でもあり、何らかの安全対策が必要かと思わ

れますが、いかがでしょうか。 

  それから３項目め、地元住民のみならず、小布施町民全体の長年の悲願であった国道403

号の歩道改良工事がようやくその緒につこうとしています。地元議員としてこの場をおかり

して町長初め関係各位に感謝を申し上げたいと思います。さて、その第１期改良工事にあわ

せ、渋滞緩和と円滑な交通の流れのために、中町南信号交差点に右折レーンを設置できない

ものかどうかということです。先日の説明会で同様の質問をしたところ、須坂建設事務所の

お答えは、町の景観上できないというものでした。その点を含め、納得のいくご説明をお願

いします。 

  ４項目め、大島地区の通学路の安全対策と福原地区との境にある長野電鉄の踏切の拡幅に

ついて伺います。 

  大島地区の下松川橋までの南北に伸びる町道は道幅が狭く、安全な歩道の確保はなされて

いません。道路の拡幅は無理としても、小・中学生を含めた歩行者の安全とドライバーへの

注意喚起のために、歩道確保の意味を込めた路側帯のカラー舗装と、一部ふたがけのない用

水路のふたがけができないものかどうかということです。 

  また、福原地区との境にある長野電鉄の踏切は、２車線の道路からいきなり１車線の道路

幅になっています。対面通過の車両は一方が待ち、お互いが譲り合って通過しているのが現

状です。小・中学生の通学路にも当たっています。地区外の私が改善したほうがよいと思う

くらいですから、地元の方々の思いはより強いものがあると思われます。偶然にも最近地元

自治会より、その他幾つかの案件とともに町へ要望書が提出されているようです。苗市や十

三仏の札所としてもにぎわいをもたらす禅宗の古刹、玄照寺を擁する大島地区、地元民のみ

ならず町民全体のため、そして町を訪れる観光客が足を伸ばしても支障のないように、他に

優先して踏切だけに早急に拡幅実施に踏み切るべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大島孝司君） 畔上建設水道課長。 

〔建設水道課長 畔上敏春君登壇〕 

○建設水道課長（畔上敏春君） 渡辺議員の通学路の安全確保と円滑な交通の流れについての

ご質問にお答えを申し上げます。 

  １点目のスマートインター出口交差点での歩車分離信号機の設置検討についてです。 

  小布施スマートインターの出入りにつきましては、１日当たり2,000台から3,000台の利

用があります。また、スマートインターと接続する県道村山小布施停車場線の交通量は日
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9,000台程度で、町の主要な幹線道路となっています。 

  ご質問の小布施スマートインター交差点は、信号機が設置してある丁字交差点です。丁字

交差点の歩車分離信号の制御基準につきましては、警察庁の歩車分離信号に関する指針で、

優先道路に右折・左折レーンが設置してある場合については、制御可能となっております。

現交差点は、中野市側からの右折レーンはありますが、須坂市側からの左折レーンがないた

め、道路改良工事を行わないと歩車分離信号は難しいと考えられます。また、歩車分離信号

は歩行者用信号機だけ青信号となるため、車両の待ち時間が増加し、渋滞の発生が考えられ

るとともに、歩行者は青になるまでの時間が長いため、信号無視が発生することが懸念され

ます。 

  以上のことを考えますと、この交差点では現状の信号機規制は適切と考えているところで

ございます。 

  ２点目の矢島からの通学時における安全対策についてです。 

  質問のありました町道258号は、国道403号の矢島信号交差点などからの抜け道として、

通勤時に利用されている状況と思われます。この道路は、矢島の一部と六川地区には歩道が

設置されていますが、矢島の多くの部分には歩道が設置されていない状況にあり、通学時の

子供たちの安全確保のためには、何らかの対策が必要だと思っております。その一つとして、

通学時の時間規制がありますが、矢島清水地区の重要な生活道路でもあることから難しいと

思っております。 

  通学路としての位置づけを考慮した上で、進入を遠慮いただく看板による周知や、押羽や

中条などで実施をしています路側帯のカラー舗装も効果があると思われますので、現地を確

認する中で、きちんと対忚をしていきたいと考えております。 

  ３点目の中町南信号交差点への右折レーンの設置についてです。 

  国道403号第１次改良工事につきましては、７月30日に関係者にお集まりをいただき、説

明会を開催しております。先ほど議員からもお話がありましたように、その際に議員より同

様のご意見をいただき、県担当者から通常の道路の整備であればそうするが、趣のある小布

施の市街地であり、景観上もよいということで皆さんが捉えている。このようなことから、

今のところ右折レーンの設置は考えていないという趣旨のお答えをしております。 

  議員ご質問の通り、中町南交差点については、行楽期を中心に渋滞が発生する状況も見受

けられることから、以前より松川橋北信号交差点で町内通過車両の豊野南志賀公園線への迂

回誘導を行うなど、渋滞回避のための取り組みを既に行ってきています。中町南交差点への
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右折レーンの設置も重要な対策とは考えますが、先ほど申し上げましたように、今回行って

います国道403号整備は、車道幅を極力変えることなく今までの景観を守りながら、歩行者

が安全に通行できる小布施らしい道づくりを行う事業であることをご理解いただきたいと思

っているところでございます。 

  ４点目の大島地区の通学路の踏切拡幅についてです。 

  まず、通学路の関係ですが、大島地区の通学路の交通安全対策につきましては、６月会議

で小林正子議員より質問があり、お答えをしております。現在下松川橋から踏切の間の700

メートルを全線ではありませんが、カラー舗装で歩行者が優先して歩ける部分を設けること

で検討、調整をしているところでございます。調整が整い次第、予算の関係もありますが、

早急に対忚をしていきたいと思っております。 

  また、ふたがけのお話等もございましたが、それにつきましても場所等を確認する中で対

忚のほうを進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  踏切の拡幅についてですが、大島踏切がある町道671号は、平成９年に現在の県道村山小

布施停車場線のつけかえとして、長野県から小布施町に移管されており、県道当時から遮断

機、警報機のある第１種踏切ではありましたが、幅員が４メートルと狭く、車がすれ違うこ

とができない踏切でした。このような状況の中、平成23年に大島自治会から大島踏切の将来

的拡幅の要望があり、国・県に踏切道の改良について相談をしています。国・県からは、近

隣の第４種踏切の統廃合が必要であるとの指導があり、大島自治会では第４種踏切の統廃合

の同意を得ることは現状では難しいとのことから、将来的に拡幅を行っていくことになりま

した。 

  大島踏切の改良を進めるには、まずは地元の意見統一が必要であり、大島自治会にお願い

をしており、自治会でも意見統一を図るべく取り組んでいただいているところでございます。

本年２月に、大島自治会長の呼びかけで、大島踏切を改良する際に、廃止が必要な第４種踏

切、唐沢踏切に隣接の関係者と公聴会が開催されています。公聴会では、第４種の唐沢踏切

の廃止は同意できない。第４種の唐沢踏切の安全対策が必要、大島踏切の拡幅だけでは安全

対策は不十分、踏切から松川までの道路拡幅が必要など、関係者それぞれから意見が出され

ました。 

  このような状況を踏まえ、引き続き地元大島自治会が中心になり、大島踏切の拡幅につい

て地域での話し合いを継続していくこととなっております。地元での話し合いで意見統一が

できた段階で、踏切改良に取り組んでまいりたいと考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） 何点か再質問したいと思いますが、まず歩車分離信号の１点目につ

いてですけれども、警察庁の指針があるということですが、まさに今現在いわゆる規制緩和

というのがありますので、そういう観点というか視点から要求を強くやっていただければと

思います。 

  それから同じく、その信号に関して次善の策として横断歩道の信号の時間と、それから車

のほうの信号の時間、そのあたりを調整をして、できるだけ車が通れるような、信号の時間

の調整ですか、それが次善の策としては可能ではないかということです。 

  それから２点目の矢島の抜け道の問題ですけれども、さまざま方策を伺いましたけれども、

私として１つ提案したいのは、昔はありましたけれども、いわゆる警察官の形をした人形、

ああいうものを立ててドライバーに警告するという、そういう最近はちょっと警察官は見な

いんですけれども、昔の人形は余りよくなかったけれども、最近３Ｄプリンターが非常に高

度になりましたので、本当に本物らしくつくっていただいて、たまに本物とすりかわると、

そうすると効果は抜群なんですね。これは一つの話のあれですけれども、そんなのも参考に

していただきたいと思います。 

  次に、３点目です。403号の中町南信号の交差点のところの右折レーンについて、景観上

どうしてもできないと。趣のある小布施の市街地、もし右折レーンをつくったことによって、

どういうふうに景観が崩れるのか、ちょっと私は余り想像できないんですけれども、右折レ

ーンができたぐらいでは景観が崩れるということはちょっと考えがたいんですが、そのあた

りをもしわかりやすく説明していただければ説明をお願いしたいと思います。 

  それから４点目、大島地区に関してですが、これもお話で、第４種踏切、唐沢踏切という

んですか、そこはなかなか地元の方が便利に利用されていて、なかなかそこの廃止を同意で

きないというお話でしたけれども、以前それと似たような踏切が須坂のほうでしたか、中学

生が亡くなる事件がありましたけれども、もしこの唐沢踏切を残すとなれば、簡易の警報器

をつけるような形での利用で残すのか、あるいは反対を押し切って廃止して拡幅する方向に

いくのか、今のところわからないかもしれませんけれども、もし残すとした場合でも、今の

形のまま残すのは、私は危険ではないかなと思いますけれども、そのあたりいかがでしょう

か。 

○議長（大島孝司君） 畔上建設水道課長。 
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○建設水道課長（畔上敏春君） 再質問にお答えをさせていただきます。 

  第１点目の国のほうで示されている基準はあるが、規制緩和という中で、そういうもので

はなくて、もう尐し柔軟性を持ってできないかという趣旨のご質問だと思います。 

  これにつきましては、丁字の歩車分離の信号につきましては、現在長野市の信州大学前で

試験的に行われているかと思います。それにつきましては、車をとめて歩行者が渡るという

形ではなく、歩行者と車が交差しないような３方向での分離の信号になっているかと思いま

す。そういうことを考えますと、現在のスマートインターの出口では機能しないと。結局ス

マートインター側にも右折レーン、左折レーンを設置をしなければならないということで、

公園内の道路についても改修が必要になってくるということがございます。 

  それと、歩車を完全に分離しての信号の設置ということでございますが、それにつきまし

てもやはり車の待っている時間が非常に長くなります。また、歩行者が待つ時間も長くなっ

てきます。そういう中で、先ほど申し上げましたように、歩行者が急いでいる方がどうして

も信号無視をして渡ってしまうということ等も想定されますので、この関係につきましては、

現在の方法が今のところは最善ではないかというふうに考えているところでございます。 

  ２点目の警察官の人形でございますが、これにつきましては、以前小布施の町内でも交番

を退職された方にご寄贈いただいたものが岩松院の入り口の交差点ですか、あそこにたしか

設置が以前されていたかと思いますが、現在ちょっと設置がないように思います。この警察

官の人形等につきましても、許可なくただそういうものを設置できるかどうかというもの等

も研究しなければならないと思っておりますので、この点につきましても先ほどの交通安全

対策の一環として、検討の中に含めて警察等と確認をしながら、検討の中に含めていきたい

と思っております。 

  ３点目の国道403号の景観上の関係ですが、先ほど申し上げましたように、基本的に道路

の幅員、車道を広げずに整備を進めていくということを前提で国道403号の整備デザインと

いうものを検討してきております。また、右折レーンを設けることによりまして、どうして

も車道幅を３メートルほど広げて、そうすることによって東西の集落、一つの自治会を分断

するような形にもなってくることも想定されます。また、現在の街道筋の景観、家並み、そ

ういうものの景観も移設することによって壊れてきてしまうということがございますので、

現在の家並みを守りながら整備を進めていきたいということで、右折レーンについては今回

は考えていないということでございます。 

  ４点目の唐沢踏切の関係ですが、これにつきましては、現在大島自治会のほうでご検討の
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ほうをいただいております。その検討結果を見る中で、もし唐沢踏切を残すという結論にな

れば、そちらのほうの安全対策、警報器等の設置につきましては、鉄道事業者等の協議等も

必要になってこようかと思いますので、その状況を見る中で対策についても検討していきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） それでは、３問目に移りたいと思います。 

  松川流域とその周辺の熊の出没対策について伺います。 

  行政区では、須坂市に所属する松川の南側、日滝、小河原、松川町、通称向原と呼称され

るあたりでは、小布施町民が多く耕作者となっているようです。そこの耕作者よりの要望で

す。以前より町議会では有害鳥獣対策について何回か取り上げてきました。今回は熊につい

てであり、地域が小布施町外ということです。有害鳥獣対策では、近隣市町村との連携が重

要であると指摘されてきました。熊対策についての高山村や須坂市との連携はどのようにな

っているんでしょうか。両村市による電気柵等の防御柵が充実すればするほど、熊だけに隇

なく設置できればよいですけれども、それは現実的に無理でありまして、防御の弱い箇所、

すなわち松川の河川敷を熊がおりてくるというらしいです。両村市との連携と小布施町独自

の対忚策について伺います。ちなみに、現在須坂市農林課で熊注意の立て看板を設置してい

ます。 

  以上、答弁をお願いします。 

○議長（大島孝司君） 竹内産業振興課長。 

〔産業振興課長 竹内節夫君登壇〕 

○産業振興課長（竹内節夫君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、松川流域におきましては、３市町村の行政エリアが接する場所ということから、た

だいまご指摘ありましたとおり、熊の目撃情報に関しては、これは以前から３市町村の担当

の中でも情報交換は行ってきております。特に熊に関しましては、人への被害といったもの

が想定されまして、緊密性を持った情報交換に努めております。 

  まさに今ご指摘ありましたが、昨今須坂地籍においての出没目撃情報といったものが寄せ

られております。こうした場合、町の農家の方がその須坂地籍で耕作されている場合、こう

いった場合には、小布施町のほうにも情報が寄せられます。ただ、捕獲に関しましては、そ

の出没したといわれる市町村が県に捕獲申請を上げるということになりますので、捕獲おり

の設置そのものは、例えば今回のケースでいきますと須坂市に行っていただくというような
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ことから、町に寄せられた情報に関しましても、早急に須坂市のほうに連絡をして捕獲申請

に向けた動きを行っていただきたいということで、これまでも対忚を図ってきております。 

  それで、加えて町が独自の対忚ということですけれども、町としましてはその目撃情報、

これが寄せられたときには、町の猟友会の皆さんのご協力をいただきまして、町独自でその

捕獲おりの申請から設置という動きを行っております。加えまして、地元区の区長には直接

連絡をさせていただくとともに、同報無線、これを通じまして地域あるいは全町の皆さんに

向けた注意喚起といったものを行っております。 

  それから、特に子供たちに対する安全確保をという部分からですが、教育委員会とも連携

しまして、小・中学生など、そのＰＴＡの皆さんが独自の連絡網をお持ちでございますので、

そうしたところに情報提供をさせていただく中で、ＰＴＡの連絡網を通じた子供たちへの情

報提供といったものも、そちらにつなげていただいております。 

  それから、出没の確認ということになるんですけれども、猟友会の皆さんには熊のみなら

ずですけれども、毎朝雁田山山麓をパトロールいただいております。特に熊に関しては出没

確認体制でいち早く確認といったものを図っていただいておるということです。 

  それで、町でも以前、雁田山麓で熊の出没という情報があったときには、先ほどご指摘の

ありました熊注意という看板については早急に立てる体制といったものも図っております。 

  町では、今年度国庫補助を受けまして、熊用の捕獲おり、これを３基製作する予定でござ

います。これまでは猟友会員の方が保有する１基のみの対忚でしたので、町内における捕獲

体制の充実化といったものを図っております。 

  また、捕獲に向けた捕獲おりが設置された後、捕獲されるまでの間、この間も猟友会の皆

さんに周辺のパトロールを行っていただいております。こうしたことに対する活動謝礼とい

うことで、こうした謝礼をお支払いさせていただく中で、会の皆さんにも活動しやすい環境

整備といったものを図っておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） 熊自体は行政区関係なく小布施であろうが須坂であろうが、どこへ

でも出歩くわけで、集団的自衛権ならぬ、集団的防衛みたいな感じでみんなで協力して熊に

対して防衛するという体制をとらなければいけないと思うんですけれども、そのためにも熊

の生態を調査研究しておいて、より効果的な対忚策をとるべきであると思うんですけれども、

そのあたりの熊の調査研究みたいなものを連携して行っているのかどうか。 
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  それから、猟友会の皆さん、ご苦労されているわけですけれども、何名ぐらい活躍されて

いるのか、以前からそういうお話がありますけれども、現時点で年代と何名ぐらいか、その

あたりをお願いします。 

○議長（大島孝司君） 竹内産業振興課長。 

○産業振興課長（竹内節夫君） まず１点目は、３市町村合同での生態の調査といったもので

すけれども、現時点で行っておりませんが、今後の体制整備に向けての参考とさせていただ

ければと思います。 

  それから、猟友会の方の活動状況ということでありますが、今現在町の猟友会員の皆さん、

10名を尐し超えるぐらいの会員数であります。その中で会によりまして当番制をしいていた

だいて、定期的に毎朝なんですけれども、巡回のほうを行っていただいておるということに

なります。それで、年代につきましては、ですから特に特定個人が行っているということで

はございませんので、会の中で行われているというふうにご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（大島孝司君） 渡辺建次議員。 

○１０番（渡辺建次君） では、次の質問に移ります。 

  ４問目です。小児科医、産科医、婦人科医の確保について伺います。 

  町内では、常勤の小児科医の先生がいなくなり、産科、婦人科医の先生方も近隣には尐な

いようです。先日も知事と信州大学との懇談会があり、そこで取り上げられていましたけれ

ども、若いご夫婦が安心して子を生み育てる環境整備は待ったなしの政策課題です。小布施

町の町民にとって、現在の子を生み育てる医療環境はどのような状況でしょうか。また、将

来の医師確保に向けてどのような見通しを立てておられるでしょうか。 

  そこで、医師確保に向けての２つの提案をしてみたいと思います。 

  １つ目は、医学生に対し、奨学金の返済債務を一定期間町内で勤務していただくことを解

除条件とする奨学金貸与制度の導入はどうかというものです。 

  ２つ目は、現役医師の招致策として、医療事故発生時における損害賠償に備えた保険の保

険料を町が負担するというものです。小児科や産婦人科医では、医療事故に対する訴訟が多

く、そのためこうした医師のなり手が尐ないという現状を鑑みての提案です。答弁を求めま

す。 

○議長（大島孝司君） 八代健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 八代良一君登壇〕 
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○健康福祉課長（八代良一君） 渡辺議員の小児科医、産科医、婦人科医の確保という質問で

ございますが、小布施町民の現在の医療環境ということですが、産科、それから婦人科につ

きましては、須高地域では県立須坂病院ですとかひまわりレディースクリニックですか、そ

れから婦人科につきましては、それに加えて島田医院、それから新生病院では婦人科健診等

を行っているような状況でございます。小児科につきましては、先ほどの須坂病院、それか

ら、たむらこどもクリニック、それから町内の岡野医院、栗の木診療所、さかまき内科クリ

ニック、それから若穂には立岩医院等があります。また、新生病院につきましては、信州大

学等にお願いしまして週に３日、半日の診療をこの春、確保しております。ただ、ひまわり

レディースクリニックがこの８月上旪からちょっと休診というような状況でございます。 

  町内の方の産科の利用状況なんですけれども、平成26年度の内訳でございますが、須坂病

院が12件、それから北信総合病院が12件、それから中野市内の産科院が12件、それから須

坂市内の産科院が７件、長野市内の産科院で15件、それから長野赤十字病院が３件、その他

県外も含めて５件というような状況となっております。 

  小児科医の受診状況については、余りちょっと把握ができておらないんですが、平成26年

度の町の乳児一般健診の受診先を見ますと、新生病院が16件、須坂病院が５件、北信総合病

院が４件、ほか町内医院が９件、須坂地内の医院が９件、長野市内の医院が２件というよう

な状況でございます。 

  それから２点目に、医師確保に向けての将来見通しということですが、医学生に対する奨

学金、返済の債務を解除したものですとか、あるいは事故発生時における損害賠償保険料の

町負担というようなことで、その確保に努めたらというご提案でございます。全国的に産科

医、小児科医、医師不足の状態が続く中で、この６月会議にも関 悦子議員、川上健一議員

の質問にもお答えしましたとおり、町単独ではなかなかという状況の中で、須高地区で連携

して長野県等関係機関に要望することなどで、今のところ対忚しております。また、須高３

市町村の取り組みとしては、平成20年に産科医確保のために須高行政事務組合で医師確保の

ため3,000万円の支度金の貸与、一定の条件のもとに返還の免除等を定めた条例を制定して

支援を行った経過がございます。今後もこのような関係市町村とともにある程度の負担をし

ても産科医の確保に努めたいというふうには思っております。負担の内容につきましては、

議員提案の奨学金ですとか、損害賠償の保険金の負担も含めて、実際に来ていただく医師の

方の要望等も踏まえる中で検討していければというふうに思います。 

  なお、病院等の関係者とお話しする中では、この産科医につきましては、やはり６人から
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８人程度いないと過度な負担がそれぞれの医師にかかってしまいまして、なかなか集まらな

い状況だというようなこともお聞きしております。今後は長野地域など大きな地域の中で産

科院のあり方などを考えていく必要もあろうかと思います。厳しい状況下でありますが、先

月須坂病院のほうに産科医と、それから小児科医の確保等を地域の総合病院として充実され

ますよう、須高３市町村で要望書のほうを提出してお願いをしております。今後とも安心し

て生み育てることができる地域を目指し、近隣市町村と連携をして対策を検討してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大島孝司君） 以上で渡辺建次議員の質問を終結いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎延会の議決 

○議長（大島孝司君） お諮りいたします。会議規則第25条第２項の規定により、本日の会議

はこの程度にとどめ、延会にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大島孝司君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とすることに決定いたしました。 

  あすは午前10時に再開して、本日の継続、行政事務一般に関する質問を日程といたします。

書面通知は省略いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎延会の宣告 

○議長（大島孝司君） 本日はこれにて延会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

延会 午後 ３時４９分 


